
後
陽
成
天
皇
の
収
書
活
動
に
つ
い
て
文
学
関
係
資
料
を
中
心
に
　
　
　
　
酒
井
茂
幸
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は
じ
め
に

0後陽
成
天
皇
の
禁
裏
文
庫
の
再
興
と
古
典
・
歌
学
の
講
釈

②
後
陽
成
天
皇
撰
『
倭
歌
方
輿
勝
覧
』
の
成
立
と
そ
の
改
変

③
後
陽
成
天
皇
の
歌
書
の
書
写
と
退
位
後
の
収
書
活
動

お
わり
に

［論
文
要旨

］

　後
陽
成
天
皇
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
、
丹
後
田
辺
城
に
篭
城
し
て
い
た
細
川
幽
斎
へ
勅
使
　
　
　
　
後
陽
成
天
皇
撰
の
『
和
歌
方
與
勝
覧
』
の
改
変
に
よ
る
新
た
な
「
名
所
和
歌
」
編
纂
作
業
の
こ
と
で

を
派
遣
し
て
退
陣
さ
せ
、
智
仁
親
王
に
古
今
伝
授
を
受
け
さ
せ
た
功
績
に
よ
り
、
歌
道
尊
重
の
帝
王
　
　
　
　
あ
る
。
天
皇
は
、
廷
臣
を
動
員
し
、
『
歌
枕
名
寄
』
を
も
と
に
名
所
和
歌
に
収
書
・
抜
書
さ
せ
た
が
、

と
し
て
知
ら
れ
る
。
一
方
、
近
世
に
お
け
る
禁
裏
文
庫
の
淵
源
が
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
後
水
尾
　
　
　
　
そ
の
過
程
で
禁
裏
で
書
写
集
団
が
編
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
上
述
の
二
点
以
外
に
も
、
冷
泉
為
満
・

天皇
の
収
書
か
ら
後
陽
成
天
皇
の
収
書
に
遡
る
こ
と
が
、
近
年
の
研
究
で
実
証
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
　
　
　
　
山
科
言
経
が
勅
勘
を
免
れ
て
か
ら
は
、
冷
泉
家
・
山
科
家
か
ら
の
和
歌
資
料
の
進
上
が
慶
長
六
・
七

で
稿
者は
、
後
陽
成
天
皇
の
文
芸
活
動
全
般
の
調
査
を
も
と
に
、
ま
ず
①
物
語
文
学
・
歌
学
の
講
釈
　
　
　
　
年
に
集
中
し
て
相
次
ぎ
、
禁
裏
文
庫
の
歌
書
群
は
充
実
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
譲
位
・
崩
御
に
際

及
び
②
「
名
所
和
歌
」
編
纂
の
際
に
、
近
臣
を
動
員
し
た
収
書
活
動
が
展
開
さ
れ
、
禁
裏
本
歌
書
群
　
　
　
し
大
量
の
古
典
籍
が
後
水
尾
天
皇
に
明
け
渡
さ
れ
た
。
退
位
後
、
後
陽
成
院
の
書
写
活
動
は
本
格
化

の
基

礎
が築
か
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
①
の
物
語
文
学
・
歌
学
の
講
釈
に
関
し
て
は
、
　
　
　
し
、
在
位
中
の
古
典
学
・
歌
学
の
講
釈
に
加
え
、
歌
学
の
相
伝
・
伝
受
を
行
い
、
廷
臣
の
歌
道
教
育

『源
氏
物
語
』
『
伊
勢
物
語
』
の
古
典
学
や
『
詠
歌
大
概
』
等
の
歌
学
の
講
釈
を
天
皇
自
ら
が
行
い
、
　
　
　
の
基
礎
文
献
と
し
て
書
籍
が
整
備
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
仙
洞
の
蔵
書
は
、
崩
御
の
後
は
後
水
尾
天
皇

そ
の
た
め
に
文
禄
四
年
頃
か
ら
三
条
西
家
の
古
写
本
が
禁
裏
に
献
上
さ
れ
、
書
写
さ
れ
た
。
特
に
、
　
　
　
の
禁
裏
文
庫
に
移
管
さ
れ
た
が
、
文
禄
・
慶
長
期
書
写
の
文
学
関
係
の
禁
裏
本
は
、
一
部
の
辰
翰
本

『伊
勢物
語
』
・
『
三
部
抄
』
の
注
釈
書
に
関
し
、
禁
裏
に
三
条
西
家
の
典
籍
や
家
説
が
入
っ
た
年
次
　
　
　
を
含
め
、
転
写
本
が
御
所
本
・
高
松
宮
本
に
現
存
し
て
い
る
。
近
世
の
禁
裏
本
の
書
写
史
は
、
後
陽

を
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
と
確
定
し
得
た
。
天
皇
の
三
条
西
家
本
の
重
要
視
に
鑑
み
れ
ば
、
禁
　
　
　
　
成
天
皇
期
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。

裏
の
古
典
研
究
の
揺
藍
期
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
②
の
「
名
所
和
歌
」
編
纂
と
は
、
慶
長
二
年
の

0
3

2
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は

じ
め
に

　
後
陽
成
天
皇
が
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
に
丹
後
田
辺
城
に
篭
城
し
て
い
た
細

川
幽
斎
へ
勅
使
を
派
遣
し
て
退
陣
さ
せ
、
智
仁
親
王
に
古
今
伝
授
を
受
け
さ
せ
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
後
陽
成
天
皇
を
歌
道
尊
重
・
好
学
の
帝
王
と
す
る
逸
話
の
一

つ
で

あ
る
。
こ
う
し
た
天
皇
の
文
芸
や
学
問
へ
の
志
向
を
支
え
る
基
底
に
は
、
禁
裏

・
仙
洞
に
お
け
る
文
学
資
料
の
書
写
や
収
蔵
な
ど
の
収
書
活
動
、
及
び
そ
れ
ら
の
書

籍
に
よ
る
古
典
研
究
が
存
し
た
と
思
わ
れ
る
。
後
陽
成
天
皇
が
在
位
期
か
ら
崩
御
ま

で
宮
廷
・
仙
洞
で
盛
ん
に
歌
会
・
連
歌
会
・
和
漢
聯
句
を
催
行
し
、
古
典
学
・
歌
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
講
釈
を
行
っ
た
こ
と
は
、
夙
に
井
上
宗
雄
・
林
達
也
に
よ
り
考
証
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
近
世
に
お
け
る
禁
裏
文
庫
の
淵
源
が
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
後
水
尾
天
皇

の
収
書
か

ら
後
陽
成
天
皇
の
収
書
に
遡
る
こ
と
が
、
近
年
、
田
島
公
に
よ
り
実
証
さ

　
（
2
）

れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
後
陽
成
天
皇
の
文
芸
活
動
全
般
の

検
討

を
通
じ
て
、
近
世
初
頭
に
お
い
て
禁
裏
の
文
芸
の
基
盤
が
形
成
さ
れ
る
経
緯
を

跡
付
け
る
。
稿
者
は
今
回
、
物
語
文
学
・
歌
学
の
研
究
や
講
釈
及
び
「
名
所
和
歌
」

編
纂
の
際
に
、
廷
臣
を
動
員
し
た
書
写
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
得
た
。
さ
ら
に
、
上
述
の
二
点
以
外
に
も
歌
書
類
の
書
写
は
、
後
陽
成
天
皇
の
生

涯
を
通
じ
活
発
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
慶
長
期
に
禁
裏
本
の

基
礎
が
築
か
れ
て
い
た
こ
と
が
、
文
学
資
料
に
関
し
確
実
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
。
特
に
本
稿
で
は
、
従
来
、
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
近
世
初
期
の
文
学

関
係
の
禁
裏
本
の
書
写
史
・
収
蔵
史
の
具
体
相
や
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
た

い
。

●
後
陽
成
天
皇
の
禁
裏
文
庫
の
再
興
と
古
典
・
歌
学
の
講
釈

　
後

陽
成
天
皇
の
禁
裏
の
御
文
庫
の
整
備
の
初
見
は
、
管
見
で
は
天
正
一
九
年

（
一
五

九
一
）
四
月
二
四
日
に
聖
護
院
門
跡
の
聖
高
院
道
澄
と
近
衛
信
サ
ら
に
禁
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
書
籍

を
点
検
さ
せ
た
事
蹟
で
あ
る
。
有
節
端
保
『
鹿
苑
日
録
』
の
天
正
一
九
年
四

月
二
四
日
と
五
月
六
日
条
を
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
澄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
陽
成
天
皇
）

　
　
廿
四

日
、
（
中
略
）
聖
門
入
御
、
同
伴
侍
鳳
闘
、
拝
龍
顔
、
書
籍
拝
覧
、
混
乱
如
緒
、

　
　
各
々
点
検
、
成
書
籍
目
録
、
一
部
不
足
輩
者
不
記
之
也
、
太
平
広
記
全
始
而
触

　
　
凡
眼
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
衛
信
サ
）

　
　
六

日
、
（
中
略
）
徒
歩
而
陽
明
、
々
々
同
伴
侍
鳳
闘
、
於
常
御
所
拝
龍
顔
、
聖
門
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
有
節
端
保
）
　
　
　
　
（
輝
資
）
　
　
　
　
（
兼
成
）

　
　
陽
明
居
縁
、
玄
圃
・
西
咲
・
有
和
・
予
居
小
縁
、
日
野
殿
・
水
無
瀬
同
前
、
和

　
　
歌
書
持
来
、
聖
門
・
陽
明
各
々
点
検
、

在
位
後
六
年
の
後
陽
成
天
皇
の
禁
裏
で
は
、
書
籍
が
絡
ま
り
合
っ
た
紐
の
よ
う
に
混

乱
し
て
お
り
、
四
月
二
四
日
に
点
検
し
、
目
録
を
作
っ
た
。
五
月
六
日
条
に
依
る
と

そ
の
主
体
は
道
澄
と
信
サ
で
、
紙
候
の
公
家
衆
か
ら
「
和
歌
書
」
が
持
ち
込
ま
れ
る

こ
と
が
あ
っ
た
。

　
次

に
、
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
六
月
二
一
日
か
ら
三
日
に
か
け
、
近
臣
の
西
洞

院
時
慶
と
六
条
有
広
に
「
抄
物
・
御
双
紙
共
ノ
目
録
」
を
作
成
さ
せ
て
い
る
。
『
時

慶
卿
記
』
文
禄
二
年
六
月
二
一
日
・
二
三
日
条
を
掲
げ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
有
房
）
　
（
時
慶
）

　
　
廿
一
日
、
天
晴
、
錐
所
労
禁
中
参
勤
、
抄
物
・
御
双
紙
共
ノ
目
録
六
条
ト
某
二

　
　
被
仰
付
候
、
散
在
而
在
之
部
類
ヲ
而
作
書
立
ヲ
作
、

　
　
廿
三

日
、
天
晴
、
急
　
禁
中
へ
参
、
目
録
書
申
、
六
条
同
前
、
則
及
夕
書
建
テ

　
　
　
（
高
倉
永
季
）

　
　
以
右
衛
門
督
上
候
、
二
十
二
枚
、

こ
の
折
に
取
ら
せ
た
「
目
録
」
「
二
十
二
枚
」
に
つ
い
て
は
、
『
時
慶
卿
記
』
の
文
禄

二
年
閏
六
月
二
二
日
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
兼
見
）

　
　
廿
七

日
、
天
晴
、
飯
後
　
禁
中
御
番
参
勤
、
吉
田
代
、
又
内
々
へ
被
召
候
、
先

204
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（
兼
光
）

　
　
度
ノ
残
文
字
引
候
、
於
御
湯
殿
ノ
上
ニ
テ
、
勅
言
ヲ
奉
候
、
広
橋
中
納
言
・

　
　
（
高
倉
永
季
）
　
　
　
　
　
　
　
（
雅
枝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玄
圃
霊
三
）

　
　
右
衛

門
督
・
飛
鳥
井
中
将
・
極
臆
・
南
禅
寺
之
三
長
老
等
也
、
又
某
ニ
ハ
先
日

　
　
被
仰
付
候
書
籍
之
目
録

　
　
（
推
力
）

　
　
■
可
申
旨
候
、

と
あ
り
、
後
陽
成
天
皇
が
時
慶
に
提
出
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
約
二
箇
月
前
の
、

山
科
言
経
の
日
記
『
言
経
卿
記
』
四
月
二
二
日
条
に
は
、

　
　
　
　
（
豊
臣
秀
次
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
春
季
）
　
　
　
　
（
輝
資
）

　
　
一
、
殿
下
ヨ
リ
　
禁
中
へ
御
草
子
共
被
参
了
、
菊
亭
右
府
・
日
野
亜
相
等
御
使

　
　
也
、
目
六
　
日
本
紀
　
　
続
日
本
紀
　
○
　
続
日
本
後
紀
　
　
文
徳
実
録

　
　
日
本
後
紀
　
　
三
代
実
録
　
　
帝
紀
　
　
百
練
抄
　
　
女
院
号
　
　
類
聚
三
代

　
　
格
　
　
令
三
十
五
巻

と
見
え
、
豊
臣
秀
次
か
ら
禁
裏
に
六
国
史
や
律
令
を
初
め
と
す
る
典
籍
が
献
上
さ
れ

　
（
5
）

て

い

る
。
こ
う
し
た
蔵
書
の
増
加
に
促
さ
れ
、
御
文
庫
の
整
理
や
点
検
に
着
手
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
同
じ
文
禄
二
年
の
一
二
月
、
後
陽
成
天
皇
は
生
涯
最
初
の
『
源
氏
物
語
』
の
書
写

を
発
起
し
、
廷
臣
に
命
じ
た
。
『
時
慶
卿
記
』
一
二
月
五
日
条
に
「
禁
中
ヨ
リ
源
氏

　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

可
書
進
由
仰
、
角
総
巻
也
」
と
あ
り
、
以
後
、
八
日
・
九
日
・
一
一
日
・
＝
一
日
・

一
八
日
・
一
九
日
条
に
「
源
氏
ヲ
書
」
等
と
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
五
日
・
二
一

日
条
に
は
「
公
宴
ノ
源
氏
ヲ
書
（
候
）
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
六
日
条
に
は
、

　
　
（
定
煕
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
候
）

　
　
華
山
院
へ
行
、
源
氏
ヲ
一
見
口
、
酒
ヲ
被
出
候
、
某
書
懸
候
源
氏
モ
■
禁
裏
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
言
緒
力
）

　
　
懸
御
目
、
料
紙
不
足
事
申
候
、
山
科
御
使
也
、

と
記
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
第
一
に
、
文
禄
二
年
の
『
源
氏
物
語
』
書
写
は
、

公
卿

に
よ
る
各
巻
ご
と
の
寄
合
書
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、
時
慶
は
総
角
巻
を
担

当
し
、
花
山
院
定
煕
も
書
写
事
業
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
、
第
三
に
、
全
巻
書
写
の

終
功
の
折
に
は
、
御
前
で
公
宴
が
持
た
れ
た
こ
と
、
な
ど
が
分
か
る
。
『
時
慶
卿
記
』

に
は
文
禄
三
年
以
降
の
書
写
記
事
が
見
出
せ
ず
、
文
禄
二
年
中
に
書
写
し
終
え
た
と

思

わ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
折
の
書
写
本
は
現
存
し
な
い
。
な
お
、
書
写
者
に

山
科
言
経
や
冷
泉
為
満
の
名
が
見
え
な
い
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
正
親
町
天
皇

の
勅
勘
を
蒙
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

　
文
禄
四
年
八
月
一
四
日
に
後
陽
成
天
皇
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
一
条
兼
良
の
注
釈

書

『花
鳥
余
情
』
を
書
写
し
た
。
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
御
所
本
〔
以
下
、
「
御
所
本
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

略
称
〕
『
花
鳥
余
情
』
（
五
〇
三
ー
二
〇
七
）
第
二
冊
（
末
摘
花
～
早
蕨
）
の
本
奥
書
に

以
下

の

よ
う
に
見
え
る
。

　
　
此
一
冊
者
不
足
之
間
、
後
妙
華
関
白
冬
良
公
／
自
筆
再
校
了
、
写
本
事
外
相
違

　
　
之

間
、
禿
毫
／
誤
無
罪
者
欺
、
末
代
之
亀
鑑
也
／
文
禄
四
年
八
月
十
四
日
／
従

　
　
神
武
百
数
代
孫
和
ー
廿
五
歳

ま
た
、
天
皇
は
慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
＝
月
に
平
井
相
助
に
よ
る
注
釈
書
『
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

鳥
抄
』
を
書
写
し
た
。
な
お
、
東
山
御
文
庫
本
『
古
官
庫
歌
書
目
録
』
の
「
御
棚

之

内
／
源
氏
抄
宇
」
に
「
千
鳥
〈
根
本
官
本
／
後
陽
成
院
辰
翰
〉
一
冊
」
と
あ
り
、

後
光
明
天
皇
の
禁
裏
文
庫
で
は
「
根
本
官
本
」
と
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
、

現
存
の
御
所
本
『
源
氏
談
義
』
（
五
〇
二
ー
四
五
）
合
綴
『
千
鳥
抄
』
は
転
写
本
で
あ

る
。
本
奥
書
を
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
五
五
）

　
　
此
一
巻
可
秘
云
々
／
享
禄
四
年
十
月
八
日
／
右
黄
門
　
御
判
／
右
之
一
帖
者
以

　
　
昭
高
院
准
后
／
道
澄
本
令
書
写
者
也
／
慶
長
元
年
仲
春
下
溝
／
従
神
武
百
数
代

　
　
孫
和
－
廿
六
歳

　

さ
て
、
後
陽
成
天
皇
は
慶
長
九
年
三
月
一
日
か
ら
慶
長
二
二
年
四
月
二
八
日
ま
で

『源
氏
物
語
』
の
講
釈
を
行
な
っ
た
。
講
釈
の
聞
書
が
、
曼
殊
院
蔵
『
源
氏
物
語
聞

書

共
二
冊
』
（
外
題
に
依
る
。
以
下
同
様
）
一
冊
〔
以
下
、
「
曼
殊
院
本
」
と
略
称
〕
、
学

習
院
大
学
日
本
語
日
本
文
学
研
究
室
〔
以
下
、
「
学
習
院
大
学
」
と
略
称
〕
蔵
三
条
西

家
旧
蔵
『
源
氏
聞
書
〈
後
陽
成
天
／
皇
御
講
釈
〉
』
五
冊
、
大
倉
精
神
文
化
研
究
所

付
属
図
書
館
蔵
本
一
冊
（
曼
殊
院
本
の
昭
和
六
年
の
影
写
本
）
の
三
本
が
伝
存
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

先
学
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
い
ず
れ
も
語
釈
が
中
心
で
、
穏
当
な
説
で
あ
る
。
曼
殊

院
本
と
学
習
院
大
学
本
は
同
じ
巻
の
講
釈
で
も
内
容
が
異
な
り
筆
録
者
の
差
異
（
後

述
）
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
学
習
院
大
学
本
に
よ
り
、
曼
殊
院
本
が
欠

脱

し
て
い
る
時
期
の
講
説
の
内
容
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
依
り
講
釈
の
時
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期
は
、
慶
長
九
年
三
月
・
四
月
・
五
月
・
閏
八
月
・
九
月
、
慶
長
一
〇
年
一
一
月
・

一
二

月
、
慶
長
＝
年
八
月
・
一
〇
月
、
慶
長
一
二
年
＝
月
・
慶
長
二
二
年
四
月

で
あ
り
、
対
象
の
巻
が
「
初
音
」
「
桐
壼
」
「
帯
木
」
「
空
蝉
」
「
夕
顔
」
「
紅
葉
賀
」
「
葵
」

「賢
木
」
「
松
風
」
「
薄
雲
」
「
乙
女
」
「
玉
餐
」
「
胡
蝶
」
（
当
座
の
講
釈
順
）
で
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

　
学

習
院
大
学
本
の
冒
頭
に
は
「
慶
長
九
　
三
月
一
日
よ
り
／
△
今
上
御
講
談
／

は
つ
ね
二
度
／
き
り
つ
ぼ
三
度
」
と
記
さ
れ
る
。
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
慶
長
九

年
三
月
一
日
条
に
は
（
清
濁
私
意
、
以
下
同
様
）
、

　
　
小
御
所
に
て
げ
ん
じ
の
御
か
う
し
や
く
御
さ
た
あ
り
、
八
で
う
殿
、
外
様
、
な

　
　

いく
の
お
と
こ
た
ち
ぢ
ゃ
う
も
ん
に
し
こ
う
有
、

と
あ
る
。
ま
た
、
『
時
慶
卿
記
』
同
日
条
に
、
「
公
宴
二
源
氏
御
講
、
被
遊
候
由
也
、

少
納
言
聴
聞
二
参
上
候
」
と
見
え
る
。

　
曼
殊
院
本
の
冒
頭
は
「
慶
長
九
卯
廿
一
日
　
主
上
御
講
談
聴
聞
／
は
・
木
々
」
で

あ
る
。
こ
ち
ら
も
『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
四
月
一
二
日
条
に
、

　
　
げ
ん

じ
の
御
こ
う
し
や
く
あ
り
、
た
け
の
う
ち
ど
の
御
ち
ょ
う
も
ん
、
は
て
・

　
　

く
御
ま
い
る
、
お
と
こ
た
ち
い
つ
も
の
ご
と
く
ち
や
う
も
ん
申
さ
る
・

と
あ
る
の
に
照
応
す
る
。
曼
殊
院
本
の
筆
録
者
は
、
曼
殊
院
（
竹
内
殿
）
か
智
仁
親

王
の

両
説
あ
っ
た
が
、
曼
殊
院
筆
と
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
註
（
7
）
島
崎
論
文
）
。
学
習

院
大
学
本
の
筆
録
者
は
不
明
で
あ
る
。

　
後
陽
成
天
皇
は
講
釈
で
は
、
公
条
・
実
枝
の
三
条
西
家
説
を
折
に
触
れ
参
看
し
て

い

る
。
例
え
ば
、
慶
長
九
年
四
月
二
一
日
の
「
帯
木
」
の
巻
で
、
曼
珠
院
本
は
「
い

　
　
　
　
　
（
実
枝
）

と
ま
ほ
に
も
三
光
ハ
ま
お
也
」
と
す
る
（
但
し
学
習
院
大
学
本
は
、
「
ま
お
ー
ほ
と
書

た
る
本
ア
リ
、
ほ
の
字
も
し
か
る
べ
き
こ
と
也
」
）
と
す
る
他
、
同
年
四
月
六
日
・
二

日
「
き
り
つ
ほ
」
巻
で
「
称
名
説
二
」
と
し
て
公
条
説
を
併
記
す
る
箇
所
が
複
数
見

ら
れ
る
（
学
習
院
大
学
本
）
。
四
辻
善
成
著
の
注
釈
書
『
河
海
抄
』
も
「
河
海
」
「
河

海

の

説
」
と
た
び
た
び
引
用
さ
れ
る
が
、
例
え
ば
、
「
む
か
し
あ
り
け
ん
－
河
海
」

と
『
河
海
抄
』
の
注
釈
内
容
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
必
読
文

献
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
実
際
、
『
時
慶
卿
記
』
慶
長
一
〇
年
一
二
月
二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
時
直
）

日
条
に
、
「
河
海
・
花
鳥
、
少
納
言
へ
借
遣
候
」
と
、
後
陽
成
天
皇
の
講
釈
を
西
洞

院
時
直
が
拝
聴
す
る
に
当
た
り
、
『
河
海
抄
』
と
『
花
鳥
余
情
』
を
持
参
す
る
記
事

が
見
え
る
。
両
者
は
『
源
氏
物
語
』
講
釈
を
拝
聴
す
る
側
に
と
っ
て
も
携
帯
す
べ
き

基
本
文
献
で

あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
後
陽
成
天
皇
の
講
釈
に
促
さ
れ
、
『
河
海
抄
』
等

の

『源
氏
物
語
』
古
注
釈
の
本
文
が
書
写
校
合
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
ま
ず
、
慶
長
＝
年
の
八
月
に
中
院
通
勝
が
、
『
河
海
抄
』
を
書
写
・
校
合
し
て
お
り
、

転
写
本
（
霊
元
天
皇
辰
筆
外
題
力
）
が
御
所
本
（
四
五
九
ー
一
七
）
に
現
蔵
さ
れ
て
い
る
。

慶

長
一
一
年
当
時
の
禁
裏
に
お
け
る
『
河
海
抄
』
の
伝
存
状
況
を
知
る
好
資
料
で
あ

る
た
め
、
や
や
長
い
が
、
「
桐
壷
」
巻
末
の
一
丁
半
に
記
載
の
本
奥
書
を
掲
出
す
る
（
傍

線
稿
者
、
以
下
同
様
）
。

A
I
本
云
／
右
抄
借
請
洞
院
亜
相
公
数
卿
本
終
写
功
了
、
此
外
又
以
春
日
局
／
〈
将

　
　
軍
家
／
祇
候
〉
同
加
校
合
了
、
洞
院
本
漏
脱
之
分
以
件
本
書
加
、
称
／
或
本
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
六
四
）

　
　
入
之

者
也
、
春
日
局
本
也
／
寛
正
五
年
三
月
十
八
日
校
合
了
、
夜
前
終
写
功
、

　
　
去
十
二
日
立
筆
者
也
／
以
自
他
本
度
々
校
合
了

　
　
　
　
（
一
四
七
二
）

A
H
本
云
／
文
明
四
年
壬
辰
夏
之
比
、
借
請
彼
本
〈
源
亜
相
／
同
筆
〉
卒
馳
短
毫
了
、

　
　
云

疎
昏
／
云
悪
筆
、
妾
以
後
見
多
其
憧
多
其
揮
、
早
可
令
清
書
者
也
、
努
々
／

　
　
干
時
鳥
路
含
梅
雨
声
送
変
秋
候
、
向
竹
窓
之
下
、
終
／
出
来
之
功
而
巳
　
／

　
　
左
少
将
藤
原
朝
臣
判
適
遥
院
也

A
皿
件
本
借
請
三
条
新
黄
門
実
条
卿
此
巻
手
自
書
写
之
、
猶
以
諸
本
／
書
写
之
、
謂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
院
通
秀
）

　
　
加
奥
書
也
、
抑
源
亜
相
ハ
十
輪
院
殿
也
／
慶
長
十
一
年
八
月
八
日
記
之
、

　
　
（
中
院
通
勝
）

　
　
也
足
子
判

B
I
申
出
禁
裡
御
本
、
内
一
本
云
／
文
明
四
年
三
月
上
溝
以
或
本
加
書
／
写
、
但

　
　
彼
本
有
誤
事
等
、
以
推
量
難
／
陳
直
、
猶
不
審
字
等
遂
以
証
本
可
／
令
校
勘
者

　
　
　
　
（
一
条
兼
良
）

　
　
也
／
桃
華
野
人
判

　
　
　
御
本
以
右
奥
書
本
写
之
欺
、
御
本
筆
者
奥
書
等
無
之
、
僻
字
／
等
少
々
在
之

B
H
又
申
出
一
本
云
／
右
抄
借
請
洞
院
亜
相
公
数
卿
以
下
　
　
　
　
　
　
三
本
奥
書
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二
同
ジ
／
左
少
将
藤
原
判
ニ
テ
一
計
無
違
失

　
　
　
其
次
本
云
、
適
遥
院
筆
ノ
本
ノ
写
シ
也

B
皿
永
正
九
年
夏
比
、
以
右
本
一
本
難
書
写
、
後
日
作
者
中
書
本
／
不
慮
一
見
相
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
＝
二
）

　
　
所
々
繁
多
之
間
、
一
向
令
清
書
者
也
／
永
正
十
年
〈
癸
／
酉
〉
十
月
十
八
日

　
　
諌
議
大
夫
済
継
〈
姉
小
路
宰
相
権
中
／
納
言
基
綱
息
〉
／
此
御
本
亦
、
無
奥

　
　
書
筆
者
等
也
、

B
W
此
抄
以
三
条
新
黄
門
本
欲
書
写
之
処
、
以
外
漏
脱
事
繁
多
〈
見
済
継
／
卿
奥
書
〉

　
　
／
而
或
書
入
、
或
以
押
紙
注
加
之
〈
皆
以
済
継
卿
／
筆
跡
也
〉
然
而
押
紙
等
少
々

　
　
脱
落
了
、
／
仰
申
出
官
庫
御
本
〈
二
通
被
、
／
借
下
了
〉
則
以
両
三
本
書
写
了
、

　
　
朱
点
声
句
／
等
以
三
条
本
付
之
〈
御
本
一
本
無
之
、
又
少
々
無
之
〉
三
条
本
漏

　
　
脱
之
処
押
紙
書
／
入
等
注
付
了
、
押
昏
脱
落
、
又
無
押
昏
処
官
本
了
、
点
等
是

　
　
又
両
三
本
少
々

付
之
処
写
之
、
人
名
所
名
各
朱
引
・
／
句
切
等
校
合
之
時
以
愚

　
　
案
少
々
付
之
、
尚
連
々
一
覧
之
次
、
可
加
／
修
補
改
正
耳
　

　
　
　
慶
長
十
一
年
〈
丙
／
午
〉
仲
秋
八
日
書
写
之
畢
、
同
日
以
両
三
本
見
／
合
詑

B
W
に
依
る
と
、
通
勝
は
三
条
西
実
枝
が
所
持
し
て
い
た
姉
小
路
済
継
奥
書
本
（
B

皿
）
を
書
写
し
た
が
、
漏
脱
や
押
紙
の
脱
落
が
多
く
、
官
庫
御
本
（
「
官
本
」
「
禁
裏

御
本
」
と
も
）
二
本
を
校
合
に
用
い
た
。
一
本
は
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
の
本
奥

書
が
存
し
、
洞
院
公
数
の
書
写
本
に
春
日
局
本
を
以
て
中
院
通
秀
が
校
合
し
た
伝
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

が
写
し
た
伝
本
で
実
隆
筆
で
あ
っ
た
（
A
I
、
B
n
）
。
も
う
一
本
に
は
、
文
明
四
年

（
一
四

七

二
）
の
一
条
兼
良
の
本
奥
書
を
有
し
た
（
B
I
）
。
そ
し
て
、
禁
裏
御
本
『
河

海
抄
』
の
一
本
は
こ
の
三
条
西
実
隆
本
と
一
条
兼
良
本
で
あ
っ
た
が
、
通
勝
が
後
陽

成
天
皇
の
講
釈
に
呼
応
し
て
、
こ
の
皇
室
伝
来
の
禁
裏
御
本
を
校
合
本
に
使
用
し
て

新
た
に
本
文
を
作
成
し
、
伝
本
は
や
が
て
禁
裏
の
収
蔵
に
帰
し
た
の
で
あ
る
。

　

同
じ
く
後
陽
成
天
皇
の
『
源
氏
物
語
』
講
説
の
間
の
慶
長
一
一
年
に
、
三
条
西
家

伝
来
の
『
源
氏
物
語
』
の
複
数
の
注
釈
書
が
書
写
さ
れ
禁
裏
に
進
上
さ
れ
て
い
る
。

例

え
ば
、
実
枝
父
の
三
条
西
公
条
が
、
能
登
国
の
戦
国
大
名
・
畠
山
義
総
の
た
め
に

作
成
し
た
『
源
氏
聞
書
』
　
（
三
条
西
実
隆
『
細
流
抄
』
の
聴
講
聞
書
。
「
能
登
送
付
本
」
と

も
）
を
草
稿
本
と
し
て
、
実
条
が
増
補
修
訂
し
た
注
釈
書
『
明
星
抄
』
一
五
冊
の
、

実
枝
自
筆
本
の
転
写
本
が
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
〔
以
下
、

「
高
松
宮
本
」
と
略
称
〕
に
現
存
す
る
。
書
写
奥
書
を
掲
げ
よ
う
。

　
　
　
　
　
（
一
五
＝
二
）

　
　
此
一
部
永
正
十
年
受
庭
訓
畢
後
聴
聞
詞
短
／
心
不
足
更
非
可
令
外
見
、
不
能
清

　
　
書
送
数
年
半
為
／
裁
魚
之
巣
、
愛
或
人
難
去
所
望
候
間
如
形
加
清
書
修
／
百
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
二
八
）

　
　
壱
巻
、
漏
脱
之
事
繁
多
欺
、
重
而
可
加
旧
聞
而
／
已
に
時
大
永
第
八
仲
春
十
九

　
　

日
／
　
此
聴
書
全
部
先
年
所
令
書
写
之
一
本
不
慮
失
火
無
／
念
重
而
所
望
之
間

　
　
懇
切
之
厳
命
難
黙
止
之
間
に
余
馳
／
禿
筆
狼
籍
無
極
、
常
以
不
可
有

　
　
（
一
五
三
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
条
西
実
枝
）

　
　
天

文
甲
午
暦
千
秋
佳
節
終
功
了
／
　
西
三
台
都
督
廊
在
判
　
／
三
光
院
以
筆
墨

　
　
写
之
／
　
慶
長
十
一
年
七
月
十
二
日

天

文
三
年
の
本
奥
書
ま
で
は
、
『
明
星
抄
』
の
流
布
本
に
見
え
る
が
、
そ
れ
以
下
の

実
枝
自
筆
本
を
写
し
た
と
す
る
書
写
奥
書
は
高
松
宮
本
独
自
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
高

松
宮
本
『
明
星
抄
』
に
は
、
「
柏
木
」
巻
末
に
「
三
光
院
以
真
跡
進
書
写
之
了
／

慶
長
十
一
年
六
月
下
旬
　
一
校
了
」
、
「
竹
河
」
巻
末
に
「
三
光
院
以
筆
跡
進
書
写
之

了
／
　
慶
長
十
一
年
七
月
下
旬
　
一
校
了
」
と
あ
り
、
実
条
自
筆
本
が
禁
裏
に
進
上

さ
れ
校
合
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
後
陽
成
天
皇
が
『
源
氏
物
語
』
講
説

の
参
考
資
料
に
使
用
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、
舟
橋
秀
賢
の
日
記
『
慶

長
日
件
録
』
慶
長
＝
年
六
月
一
八
日
条
に
、
高
松
宮
本
の
親
本
の
実
枝
自
筆
本
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

通
勝

と
石
川
忠
総
が
家
康
に
披
見
さ
せ
た
記
事
が
見
え
る
。
そ
し
て
、
『
中
院
通
村

日
記
』
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
四
月
一
七
日
条
に
、

　
　

十
七
日
及
晩
欺
、
依
当
番
参
内
、
於
御
学
問
所
源
氏
御
校
合
薄
曇
巻
、
入
夜
終

　
　
功

〈明
星
抄
両
冊
、
官
本
・
竹
内
御
本
取
寄
之
〉
以
三
條
西
家
本
比
考
給
、
余

　
　
官
本
読
了
事
了
、

と
あ
り
、
元
和
二
年
に
は
「
官
本
」
（
禁
裏
本
）
と
し
て
内
裏
に
存
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　

後
陽
成
天
皇
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
講
釈
も
慶
長
八
年
以
降
三
度
に
亙
り
行
い
、

注
釈
書

に
、
御
所
本
『
伊
勢
物
語
愚
案
抄
　
乾
（
、
坤
）
』
二
冊
（
四
五
七
ー
一
九
〇
）

が
存
す
る
。
本
奥
書
を
掲
げ
よ
う
。

207



国立歴史民俗博物館研究報告

　第139集2008年3月

＼
私

云
、
此
⑳
の
内
本
注
は
遣
遥
院
自
筆
の
惟
清
抄
の
／
説
也
、
称
と
は
称
名

　
　
⑫
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
ー
ー

院
、
遣
遥
院
講
談
之
聞
書
也
、
／
之
も
称
名
院
自
筆
也
、
愚
と
は
後
成
恩
寺
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

良
公
の
／
説
也
、
肖
と
は
肖
柏
聞
書
、
師
説
と
は
昭
／
高
院
准
后
道
澄
説
也
、

此
物
語
之
切
紙
等
、
口
伝
不
残
相
伝
也
、
或
／
抄
と
は
数
ヶ
所
持
の
抄
出
也
、

　
　

此
内
適
遥
院
、
土
佐
の
／
一
条
へ
作
進
の
抄
も
あ
る
也
、
私
云
と
は
、
周
仁
今

　
　
案
也
、
・
清
、
‥
濁
、
此
二
つ
の
声
は
天
福
／
の
本
の
声
也
。
○
清
、
○
○
濁
、
此

　
　

二
つ

は
私
の
勘
也
／
　
慶
長
十
二
稔
小
春
下
溝
／
　
従
神
武
百
余
代
孫
周
仁
述

　
　

之
勅
印
朱

①

「
迫
遥

院
自
筆
の
惟
清
抄
」
は
、
実
隆
の
講
釈
の
清
原
宣
賢
の
聞
書
『
惟
清
抄
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
実
隆
筆
本
が
学
習
院
大
学
蔵
の
旧
三
条
西
家
本
に
伝
存
す
る
が
、
実
隆
が
複
数
書

写

し
た
内
の
一
本
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
『
時
慶
卿
記
』
慶
長
一
九
年
五
月
二
四
日

条
に
＝
、
院
御
所
ヨ
リ
御
自
筆
ノ
惟
清
抄
被
借
下
、
尊
書
御
答
申
入
」
と
あ
り
、

こ
れ
も
同
書
で
あ
る
。
②
「
適
遥
院
講
談
之
聞
書
」
と
は
、
実
隆
の
講
釈
を
公
条
が

聞
書
し
た
自
筆
本
の
こ
と
で
あ
る
。
該
当
す
る
内
容
の
転
写
本
と
し
て
、
天
文
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

年
二
五
四
こ
の
本
奥
書
を
有
す
る
御
所
本
『
伊
勢
物
語
抄
遣
談
称
聴
』
（
一
五
四

ー
六
二
）
一
冊
、
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
図
書
館
蔵
『
伊
勢
物
語
抄
　
全
』
（
国

文

N
d
n
／
5
）
一
冊
、
学
習
院
大
学
蔵
三
条
西
家
旧
蔵
『
称
名
院
右
禅
府
／
伊
勢

物
語
御
聞
書
』
一
冊
が
存
す
る
。
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
図
書
館
本
に
は
次

の
奥
書
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
条
西
公
条
）

　
　
右
此
抄
写
本
実
父
称
名
院
前
右
相
府
真
跡
也
、
当
年
正
当
／
三
十
三
回
、
　
上

　
　
皇
令
求
出
此
抄
給
、
　
　
　
　
然
処
於
禁
中
可
写
置
之
由
、
蒙
　
仰
欣
載
之
、

　
　
不
違
其
字
令
書
写
者
也
、
／
今
度
此
物
語
詞
等
相
違
、
違
之
輩
難
存
之
、
以
此

　
　
抄
相

決
、
併
／
希
代
之
名
誉
末
学
之
亀
鏡
可
謂
和
歌
之
真
宝
者
乎
、
／
又
未
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
年
）
（
四
月
）

　
　
記
之
口

伝
少
々
口
載
之
、
芳
以
不
可
出
窓
外
而
已
／
　
文
禄
歳
口
乙
未
清
和
中

　
　
　
　
　
（
水
無
瀬
）
頽
齢
八
十
二

　
　
旬
／
　
権
中
納
言
兼
成
／
　
祖
父
三
位
殿
御
真
跡
／
仰
加
奥
書
了
／
　
量
　
原

こ
の
奥
書
に
依
る
と
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
に
称
名
院
（
公
条
）
自
筆
の
『
伊

勢
物
語
抄
遣
談
称
聴
』
の
写
本
を
禁
裏
に
留
め
置
く
よ
う
後
陽
成
天
皇
の
勅
命
が

下
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
三
条
西
公
福
写
と
さ
れ
る
、
学
習
院
大
学
の
本
奥
書

に
よ
り
、
さ
ら
に
正
確
に
傍
証
さ
れ
る
。
以
下
に
引
用
し
よ
う
。

　
　
　
（
実
隆
）

　
　

故

右
府
殿
御
筆
也
／
禁
中
御
本
也
、
称
名
院
聞
－
也
、
／
本
一
冊
也
、
奥
二
一
二

　
　
枚
二
未
来
雨
中
吟
口
伝
共
ア
リ
シ
、
ミ
サ
シ
又
ミ
エ
ヌ
所
シ
ユ
ニ
テ
書
也
、
一

　
　
　
（
マ
マ
）

　
　

字

カ
ウ
イ
ヅ
レ
モ
本
ノ
ゴ
ト
ク
也
／
時
文
禄
四
一
二
月
一
五
日
写
之
也

文
禄
四

年
の
段
階
で
は
実
隆
自
筆
本
も
禁
裏
御
本
と
し
て
宮
中
に
存
し
た
。
三
条
西

家
の
古
典
学
を
示
す
典
籍
が
、
近
世
で
は
遅
く
も
文
禄
四
年
に
禁
裏
に
入
り
始
め

た
こ
と
が
判
明
す
る
。
③
「
後
成
恩
寺
兼
良
公
の
説
」
と
は
、
『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
』

で

あ
る
が
、
現
存
の
御
所
本
『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
』
（
一
五
二
ー
九
一
）
に
は
、
文
禄

・

慶
長
頃
の
書
写
を
示
す
本
奥
書
は
無
い
。
④
「
肖
柏
聞
書
」
は
本
文
中
で
「
肖
聞
」

と
称
さ
れ
、
御
所
本
で
は
「
伊
勢
物
語
聞
書
」
の
名
で
伝
来
、
三
本
が
現
蔵
す
る
。

⑤

「
昭
高
院
道
澄
の
説
」
は
現
存
し
な
い
が
、
後
陽
成
天
皇
が
「
師
説
」
と
称
し
、

切
紙
ロ
伝
を
相
伝
し
た
と
し
て
い
る
の
は
注
意
さ
れ
る
。
⑥
「
適
遥
院
、
土
佐
の
一

条
へ
作
進
の
抄
」
と
は
、
御
所
本
『
伊
勢
物
語
直
解
』
（
一
五
二
ー
九
五
）
の
祖
本
で

あ
る
。
大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
の
実
隆
奥
書
に
続
き
、
「
一
条
准
三
宮
殿
進
上
」

と
あ
り
、
尊
俊
の
識
語
に
は
「
土
州
一
条
末
葉
桑
門
雪
江
尊
俊
在
判
」
と
あ
る
。

　
ま
た
、
後
陽
成
天
皇
は
既
に
文
禄
四
年
九
月
五
日
に
『
詠
歌
大
概
』
の
講
釈
を
行

な
っ
て
い
る
。
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
同
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
五
日
、
は
る
・
、
ち
と
／
し
ぐ
る
・
、
（
中
略
）
ゑ
い
が
の
た
い
が
い
の
御
だ
ん

　
　

ぎ
あ
り
、
か
ち
井
ど
の
な
し
ま
い
ら
る
・
、
御
所
く
み
な
く
御
ち
や
う
も

　
　

ん
、
御
こ
う
し
や
く
は
て
・
く
卿
に
は
つ
ね
の
御
所
へ
く
も
し
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

こ
れ
に
関
連
す
る
後
陽
成
天
皇
の
著
述
が
、
桂
宮
本
『
詠
歌
大
概
後
陽
成
院
御
抄
』

（五

〇
］
1
四
三
八
）
で
あ
る
（
『
列
聖
全
集
御
撰
集
第
四
巻
』
〈
大
三
・
列
聖
全
集

編
纂
会
〉
に
翻
刻
）
。
本
奥
書
に
、
「
這
⑳
難
愚
純
、
集
善
説
述
之
巨
耐
々
々
／
慶
長

十
二
暦
閏
仲
呂
廿
又
三
萱
」
と
あ
り
、
慶
長
一
二
年
の
成
立
で
あ
る
。

　
一
方
、
文
禄
四
年
九
月
の
段
階
で
、
天
皇
は
細
川
幽
斎
が
久
我
敦
通
に
行
な
っ
た

講
釈
を
幽
斎
が
編
ん
だ
『
詠
歌
大
概
抄
』
を
叡
覧
し
、
上
巻
を
書
写
し
て
い
る
。
本
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奥
書
に
、
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
（
御
所
本
『
詠
歌
大
概
抄
上
（
、
下
）
玄
旨
作
』
〈
五
〇
一

ー
四
九
一
〉
に
拠
る
）
。

　
　
此
抄
不
遍
達
　
天
聴
、
以
三
条
羽
林
〈
実
条
／
朝
臣
〉
／
頗
被
借
召
之
間
、
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
智
仁
親
王
）
　
（
興
意
）

　
　
献
之

処
、
於
上
巻
者
被
染
震
筆
、
下
巻
者
八
条
宮
聖
護
院
新
／
宮
等
御
書
写
〈
云

　
　
／
々
〉
、
被
返
下
之
時
、
粗
預
／
叡
感
、
至
愚
之
所
作
顧
有
其
揮
、
／
非
加
私

　
　
之

了
簡
任
師
説
抄
々
上
者
／
可
謂
道
之
冥
加
、
老
之
幸
何
事
如
之
／
乎
、
伍
柳

　
　
記
其
由
者
也
／
　
干
時
文
禄
〈
乙
／
未
〉
歳
孟
冬
上
溝

　
文
禄
四
年
に
『
詠
歌
大
概
抄
』
の
評
価
が
天
聴
に
達
し
、
同
書
は
後
陽
成
天
皇
に

進
上
さ
れ
る
の
だ
が
、
貸
借
・
進
上
の
仲
介
し
て
い
る
の
が
、
実
枝
孫
の
三
条
西
実

条
で
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
注
釈
本
文
は
、
『
詠
歌
大
概
』
の
遣
遥
院
（
実
隆
）
・
抄
名
院
（
公
条
）
・

三

光
院
（
実
枝
）
の
諸
説
が
目
立
つ
の
に
加
え
、
『
源
氏
物
語
』
の
古
注
釈
が
引
用

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
付
載
の
「
秀
歌
之
大
略
」
の
「
お
も
ひ
川
た
え
ず
な
が
る

る
水
の
泡
の
う
た
か
た
人
に
あ
は
で
き
え
め
や
」
の
「
う
た
か
た
」
の
語
釈
を
、
「
又

河
海
抄
に
い
は
く
、
う
た
て
と
い
ふ
詞
也
、
う
た
か
た
也
、
一
説
さ
だ
め
な
き
人
、

又
す
こ
し
も
と
云
心
也
」
「
又
称
名
院
筆
の
源
氏
の
抄
に
順
説
に
云
、
う
た
か
た
と

は
う
た
て
と
云
心
欺
、
そ
れ
を
水
の
う
た
か
た
に
そ
へ
た
る
也
、
一
説
に
い
は
く
、

さ
だ
め
な
き
人
也
と
云
云
」
と
同
じ
解
釈
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
『
河
海
抄
』
と
は

す
な
わ
ち
「
称
名
院
筆
の
源
氏
の
抄
」
の
こ
と
で
あ
り
、
前
掲
・
御
所
本
『
河
海
抄
』

（四
五
九

ー
一
七
）
に
は
見
え
な
い
、
禁
裏
御
本
の
公
条
筆
『
河
海
抄
』
が
存
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
講
釈
や
古
典
研
究
か
ら
得
た
学
識
を
も
と
に
著

述

さ
れ
た
書
と
い
え
よ
う
。

　

御
所
本
『
百
人
一
首
抄
後
陽
成
天
皇
御
注
』
（
五
〇
一
ー
四
一
四
）
と
同
『
未
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

記
雨
中
御
抄
後
陽
成
院
』
（
特
ー
八
六
）
の
成
立
も
慶
長
一
一
年
・
一
二
年
で
あ
る
。

後
者
の
後
西
院
辰
翰
の
本
奥
書
は
興
味
深
い
。

　
　

此
未
来
記
並
雨
中
吟
者
以
遠
情
抄
為
／
根
本
以
師
説
加
詞
者
也
、
愚
鈍
誤
等
叡

　
　

智
／
妙
達
之
人
可
有
改
正
者
也
　
／
慶
長
十
二
稔
端
月
十
八
日
終
功
了
／
　
従

　
　
神
武
百
余
代
孫
周
仁

天
皇
が
著
述
す
る
に
当
た
り
「
根
本
」
と
し
た
『
遠
情
抄
』
と
は
、
東
常
縁
講
・
宗

祇
記
の

『未
来
記
・
雨
中
吟
』
の
講
釈
聞
書
で
あ
る
。
「
師
説
」
と
は
、
前
掲
『
伊

勢
物
語
愚
按
抄
』
同
様
、
昭
高
院
道
澄
の
説
の
こ
と
で
あ
る
。
実
隆
自
筆
・
明
応

四
年
（
一
四
九
五
）
写
『
遠
情
抄
』
が
宮
内
庁
書
陵
部
〔
以
下
、
「
書
陵
部
」
と
略
称
〕

　
　
　
（
1
5
）

に
蔵
さ
れ
る
。
細
川
幽
斎
の
『
百
人
一
首
抄
』
の
異
名
同
書
で
あ
る
『
松
藤
』
に
、
『
遠

情
抄
』
が
合
綴
さ
れ
た
、
御
所
本
『
松
藤
井
遠
情
抄
』
（
五
五
八
ー
九
〇
）
に
は
、
明

応
四
年
の
本
奥
書
に
続
き
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

禁
裡
御
本
云
／
以
適
遥
院
自
筆
本
写
者
也
／
　
文
禄
四
年
二
月
廿
日
／
　
従
神

　
　
　
　
　
　
　
和
仁

　
　
武
百
数
代
孫
ー
廿
五
才

後
陽
成
天
皇
は
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
二
月
に
実
隆
自
筆
本
を
既
に
書
写
し
て

　
（
1
6
）

お
り
、
『
伊
勢
物
語
』
の
古
注
と
同
様
、
文
禄
四
年
に
三
条
西
家
本
が
禁
裏
に
入
っ

て

い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
師
説
」
に
関
し
て
は
、
御
所
本
『
未
来
記
抄

井
雨
中
吟
抄
』
（
五
〇
一
ー
九
一
五
）
の
本
奥
書
に
次
の
記
載
が
あ
る
。

　
　
這
一
冊
者
以
照
高
院
道
澄
准
后
本
道
増
准
后
本
写
留
者
也
／
琢
磨
之
者
乎
／

　
　
慶
長
二
稔
酊
臓
月
二
莫
／
従
神
武
百
数
代
末
孫
和
仁
廿
七
才

慶
長
二
年
二
月
に
書
写
し
た
該
本
に
よ
り
、
天
皇
は
、
昭
高
院
道
澄
の
説
を
体
系
的

に
学
び
得
た
の
だ
。

　
禁
中
の
『
源
氏
物
語
』
等
の
古
典
や
歌
学
の
講
釈
は
、
先
代
の
正
親
町
天
皇
期
に
は
、

三

条
西
公
条
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
『
源
氏
物
語
』
に
限
る
と
、
公
条
は

禁
裏
で
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
三
月
一
七
日
か
ら
四
月
一
五
日
ま
で
『
源
氏
物
語
』

を
講
釈
し
た
（
『
継
塵
記
』
、
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
）
。
こ
れ
に
対
し
、
後
陽
成
天
皇

は
こ
う
し
た
講
釈
を
、
自
身
が
行
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
古
典
や
歌
学
の
研
究
へ

の

強
い
志
向
が
窺
知
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
の
天
皇
の
古
典
学
や
歌
学
の
講
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

の
礎

は
、
後
陽
成
天
皇
が
築
き
、
後
水
尾
天
皇
以
降
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の

た
め
、
文
禄
四
年
よ
り
公
家
か
ら
禁
裏
に
物
語
や
歌
学
書
の
注
釈
書
が
、
献
上
・

書
写
さ
れ
、
御
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
た
の
だ
。
ま
た
、
『
源
氏
物
語
』
は
、
天
皇
の
講
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釈
を
契
機
と
し
て
、
廷
臣
が
古
注
釈
の
書
写
校
合
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
の
典
籍
に
共
通
す
る
の
は
、
三
条
西
家
本
（
説
）
、
特
に
実
隆
か
ら
実
枝
ま
で
の

当
主
の
自
筆
本
の
重
要
視
で
あ
る
。
一
方
、
細
川
幽
斎
は
、
当
時
、
物
語
や
歌
学
書

を
精
力
的
に
研
究
し
て
い
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
『
詠
歌
大
概
』
の
注
釈
の
書
写

を
通
じ
て
後
陽
成
天
皇
と
関
係
が
あ
っ
た
に
留
ま
る
。
細
川
幽
斎
編
の
『
伊
勢
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

闘
疑
抄
』
を
披
見
し
て
い
た
が
、
自
己
の
注
釈
に
引
用
し
て
い
な
い
。
中
院
通
勝
の

著
述
や
書
写
本
も
直
接
的
に
影
響
を
与
え
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
象
か
ら
も
、
三

条
西
家
の
古
典
学
を
示
す
注
釈
書
が
禁
中
で
写
さ
れ
た
文
禄
四
年
は
、
禁
裏
の
古
典

研
究
の
揺
藍
期
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

　
慶
長
三
年
頃
か
ら
、
後
陽
成
天
皇
と
そ
の
廷
臣
に
よ
り
、
組
織
的
に
和
歌
資
料
の

収
集
活
動
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
「
名
所
和
歌
」
の
編
纂
で

あ
る
。
次
節
で
は
こ
れ
に
関
し
考
究
し
た
い
。

②
後
陽
成
天
皇
撰
『
倭
歌
方
輿
勝
覧
』
の
成
立
と
そ
の
改
変

　
ま
ず
、
後
陽
成
天
皇
撰
の
名
所
歌
集
で
あ
る
、
高
松
宮
本
『
倭
歌
方
輿
勝
覧
』
（
H

ー
六
〇
〇
ー
一
六
一
二
ー
ユ
八
、
内
題
「
名
所
和
歌
」
）
を
紹
介
し
よ
う
。
該
本
が
後
陽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

成
天
皇
の
辰
翰
で
あ
る
こ
と
が
近
時
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
書
写
奥
書
に
「
此
名
所
之

抜
書
為
寄
連
歌
以
愚
意
集
者
也
、
朱
点
以
下
可
悼
外
見
　
　
／
慶
長
二
稔
孟
春
　
周

仁
（
朱
印
）
」
と
あ
り
、
慶
長
二
年
の
成
立
で
あ
る
。
『
倭
歌
方
輿
勝
覧
』
の
名
称
が
、

南
宋
の
地
誌
『
方
輿
勝
覧
』
に
由
来
す
る
こ
と
は
、
前
掲
『
伊
勢
物
語
愚
按
⑨
』
中

に
「
方
輿
勝
覧
廿
四
道
州
部
云
、
斑
竹
岩
在
営
道
県
南
五
十
里
多
斑
竹
」
と
あ
り
、

宋
版
『
方
輿
勝
覧
』
が
、
天
皇
の
蔵
書
圏
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
確
実
で
あ
る
。
「
方

輿
勝
覧
」
の
名
を
有
す
る
名
所
和
歌
の
本
文
系
統
は
、
a
初
撰
本
、
b
雑
纂
本
、
c

イ
ロ
ハ
別
本
に
分
類
さ
れ
、
該
本
は
「
a
初
撰
本
」
に
属
す
る
。
内
容
は
万
治
二
年

（
一
六
五

九
）
板
本
『
歌
枕
名
寄
』
の
板
下
に
相
当
す
る
親
本
（
散
侠
）
か
ら
の
抄
出

で
、
国
別
に
名
所
を
列
挙
し
、
例
歌
を
掲
出
す
る
。
前
述
の
a
か
ら
c
の
諸
本
分
類
は
、

高
松
宮
本
『
倭
歌
方
輿
勝
覧
』
の
改
変
過
程
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
間
の
「
b

雑
纂
本
」
に
は
、
御
所
本
『
方
輿
勝
覧
集
』
（
一
五
〇
ー
三
五
一
）
が
存
す
る
（
前
『
列

聖
全

集
御
撰
集
　
第
四
巻
』
に
翻
刻
）
。
冒
頭
の
序
文
に
「
慶
長
寡
人
脱
展
隠
逸
太

上
天
皇
誌
」
と
見
え
、
後
陽
成
天
皇
が
退
位
し
た
、
慶
長
一
六
年
三
月
以
降
の
成
立

で

あ
る
。
イ
ロ
ハ
順
の
索
引
が
巻
末
に
あ
る
。
「
c
イ
ロ
ハ
別
本
」
に
該
当
す
る
の

は
、
高
松
宮
本
『
方
輿
勝
覧
／
夫
木
抜
書
』
（
H
ー
六
〇
〇
ー
一
三
三
〇
ー
ミ
＝
二
）

の
前
半
、
及
び
書
陵
部
蔵
御
歌
所
本
『
名
所
方
輿
勝
覧
』
二
五
一
ー
五
二
）
で
あ
る
。

名
所
や
歌
枕
を
イ
ロ
ハ
順
に
索
引
化
し
た
伝
本
で
あ
る
。

　
従
来
、
高
松
宮
本
『
倭
歌
方
輿
勝
覧
』
は
、
研
究
史
上
余
り
重
視
さ
れ
て
来
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
出
典
や
成
立
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
。
以
下
、
冒
頭
の
「
神

山
」
の
本
文
と
『
歌
枕
名
寄
』
の
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
底
本
・
万
治
二
年
〈
一
六
五
九
〉

板
本
）
の
歌
番
号
を
〔
〕
で
掲
げ
た
上
で
暫
く
論
述
を
進
め
て
み
た
い
（
歌
頭
に

便
宜
上
通

し
番
号
を
付
し
、
底
本
に
存
す
る
朱
の
傍
線
を
罫
線
等
で
示
す
。
合
点
も
底
本

朱
書
）
。

　
　
　
　
　
∴
名
所
抜
書
（
内
題
）
／
　
　
＼
山
城
　
　
　
＼
賀
茂

1
今
三

2
A
三

3
遺
六

4
同
廿

5
新
後
千

　
載
七

6
新
拾
廿

＼
神
山

　
　
　
ゆ
ふ
　
　
　
　
　
　
－
‘
－
－
‘
－
‘
－
－
－
－
°
、
°
°
，
，

神
山
に
夕
か
け
て
鳴
杜
鴎
し
ゐ
柴
か
く
れ
し
は
し
か
た
ら
へ
　
後
鳥

羽

院
〔
二
こ

神
山
の
麓
に
さ
け
る
卯
花
は
誰
か
し
め
ゆ
ひ
し
垣
ね
な
る
ら
ん
　
さ

ね
ゆ
き
〔
四
〕

神
山
の
松
も
と
も
と
そ
思
ふ
ら
ん
ふ
か
す
は
今
日
の
御
幸
み
ま
し
や

賀
茂
氏
人
〔
二
二
〕

思
ひ

い

つ

る
袖
に
ぞ
影
は
や
ど
り
け
る
そ
の
神
山
の
あ
り
明
の
月

後
鳥
羽
院
〔
二
六
〕

千
早
振
そ
の
神
山
の
中
に
落
る
み
た
ら
し
川
の
音
の
さ
や
け
さ
　
為

家
卿
三
五
二
〕

神
山
に
い
く
夜
へ
ぬ
ら
ん
さ
か
き
は
の
ひ
さ
し
き
し
め
を
ゆ
ひ
か
け

210



酒井茂幸［後陽成天皇の収書活動について］

7
同
九

8
風
十
五

　
先
述
の
よ
う
に
、

年
板
本
の
版
下
に
使
用
さ
れ
、

本
の
諸
本

は
、
お
よ
そ
一
〇
本
を
数
え
、
渋
谷
虎
雄
に
よ
り
「
A
非
流
布
本
」
と
「
B

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

流
布
本
」
に
大
別
さ
れ
、
さ
ら
に
七
種
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
掲
の

「
神
山
」
に
例
を
採
る
と
、
所
収
歌
全
て
を
収
め
る
写
本
は
存
在
し
な
い
。
一
方
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

万
治
二
年
板
本
の
消
梧
（
南
可
）
識
語
の
前
半
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
見
え
注
意
さ

れ
る
。

　
　
世
号
澄
月
謁
枕
者
、
不
頗
一
様
、
或
有
寄
数
些
少
者
、
或
有
名
所
乱
雑
者
、
不

　
　
全
足
執
信
用
、
頃
日
有
携
古
本
類
聚
一
俵
来
人
、
被
而
閲
之
、
澄
月
詞
枕
名
寄

　
　
也
、
漸
備
略
詳
而
較
所
歴
視
之
者
、
則
可

　
　
謂
清
書
乎
、
於
是
因
件
旧
本
摸
写
之
数
月
、
而
乃
終
其
功
、
（
以
下
略
）

万
治
二
年
板
本
の
版
下
は
、
来
客
が
も
た
ら
し
た
「
古
本
類
聚
」
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
系
統
の
伝
本
を
、
後
陽
成
天
皇
は
『
倭
歌
方
輿
勝
覧
』
編
纂
に
当
た
り
使

用
し
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
版
下
の
「
古
本
類
聚
」
の
成
立
は
、
『
倭
歌
方
輿
勝
覧
』

が
著
さ
れ
た
慶
長
二
年
以
前
に
比
定
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
室
町
後
期
写
の
高
松
宮
本
『
歌
枕
名
寄
』
（
H
ー
六
〇
〇
1
五
九
六
ー

る
三
二
一
）
は
、
先
述
の
渋
谷
の
分
類
に
よ
る
と
、
A
非
流
布
本
第
二
種
に
類
別
さ

れ

る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
写
本
で
唯
一
、
板
本
同
様
に
、
集
付
に
「
今
三
」
等
と

部
立
の
巻
数
を
示
す
上
、
頭
書
に
「
榊
」
「
卯
花
」
と
い
っ
た
名
所
の
景
物
を
記
す

こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
文
も
、
例
え
ば
、
前
掲
8
番
の
後
鳥
羽
院
詠
の
五
句
が
、

熊
本
大
学
付

属
図
書
館
永
青
文
庫
寄
託
細
川
幽
斎
自
筆
本
以
下
九
本
が
い
ず
れ
も

出
典
同
様
に
「
秋
の
夜
の
月
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
万
治
二
年
板
本
と
高
松
宮
本
の

て
け
る
　
定
家
〔
三
〇
〕

君
の
み
や
千
年
も
あ
か
す
き
・
ふ
か
む
我
神
山
の
松
虫
の
声
　
従
三

位
氏
久
〔
四
九
〕

を
の
つ
か
ら
猶
ゆ
ふ
か
け
て
神
山
の
玉
く
し
の
は
に
残
る
白
雲
　
為

家
卿
〔
四
八
〕

　
　
後
陽
成
天
皇
が
抜
書
に
使
用
し
た
『
歌
枕
名
寄
』
は
、
万
治
二

　
　
　
　
　
　
現
在
散
逸
し
た
伝
本
で
あ
る
。
『
歌
枕
名
寄
』
の
写

双
方
で
「
あ
り
明
の
月
」
の
共
通
誤
謬
を
有
し
、
こ
う
し
た
事
例
が
散
見
さ
れ
る
。

よ
っ
て
、
高
松
宮
本
『
歌
枕
名
寄
』
は
、
「
古
本
類
聚
」
の
原
初
形
態
の
痕
跡
を
留

め

る
伝
本
の
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
高
松
宮
本
は
「
阿
野
／
蔵
書
」
の
印
記
を
有

し
、
後
陽
成
天
皇
の
廷
臣
で
和
歌
・
連
歌
に
堪
能
で
あ
っ
た
阿
野
実
顕
（
天
正
九
年

〈
一
五

八
一
〉
ー
正
保
三
〈
一
六
四
五
〉
）
が
献
上
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
『
倭
歌
方
輿
勝
覧
』
を
も
と
に
、
門
跡
や
内
々
・
外
様
の
公
家
衆
に
よ
り
新
た
な

名
所
和
歌
が
編
纂
さ
れ
た
様
子
は
、
記
録
に
も
見
え
る
。
『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』

慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
二
月
＝
一
日
条
に
、

　
　
十
二
日
、
は
る
・
、
御
さ
う
し
ど
も
御
所
く
も
ん
ぜ
き
た
ち
、
せ
つ
け
、
せ

　
　
い
ぐ
わ
、
と
ざ
ま
、
な
い
な
い
四
十
三
人
へ
い
だ
さ
れ
候
て
、
名
所
の
う
た
御

　
　
ぬ

き
が
き
し
て
あ
げ
ら
れ
候
へ
の
よ
し
仰
い
だ
さ
る
・
、
ふ
し
み
ど
の
、
そ
の

　
　
外
の
も
ん
ぜ
き
た
ち
へ
ま
い
ら
せ
候
を
、
な
か
は
し
よ
り
文
に
て
ま
い
ら
せ
ら

　
　
る
・
、
八
で
う
殿
へ
も
お
な
じ
ご
と
く
御
文
に
て
ま
い
ら
せ
ら
る
・
、
そ
の
外

　
　
の
も
ん
ぜ
き
た
ち
へ
文
に
て
ま
い
る
、

と
あ
る
。
慶
長
三
年
頃
か
ら
禁
裏
に
お
い
て
名
所
歌
集
の
抜
書
作
業
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
時
慶
卿
記
』
慶
安
五
年
正
月
一
八
日
条
に
は
次
の

よ
う
に
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
陽
成
天
皇
∀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
通
勝
∀
　
　
　
　
（
実
顕
）

　
　
十
八
日
、
（
中
略
）
俄
二
御
所
へ
被
召
、
黒
戸
へ
参
、
中
院
入
道
也
足
・
阿
野
・

　
　
　
（
基
任
）

　
　
園
少
将
四
人
也
、
去
年
撰
進
候
名
所
寄
共
・
山
部
集
寄
、
拝
竜
顔
御
心
静
物
語

　
　
ア

リ
、
御
書
籍
共
御
新
作
披
見
一
々
拝
見
申
、
各
所
く
寄
共
御
尋
ア
リ
、
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
）

　
　
旨
ヲ
ハ
申
入
、
恭
儀
共
也
、
樵
談
治
要
被
貸
下
、
為
校
合
也
、
又
土
佐
口
記
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
ア
リ
］

　
　
申
請
、
日
中
番
所
ニ
テ
煮
餅
・
酒
ア
リ
、
夕
食
同
、
内
々
番
所
ニ
テ
タ
食
口
口

昨
年
の
慶
長
四
年
に
「
名
所
寄
共
・
山
部
集
寄
」
が
撰
進
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、

天
皇
自
身
の
「
新
作
」
を
内
々
番
衆
に
披
見
さ
せ
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
高
松

宮
本
『
夫
木
抜
書
』
（
H
ー
六
〇
〇
ー
二
七
八
ー
マ
八
）
は
、
慶
長
三
年
以
降
の
名

所
歌
集
の
編
纂
に
関
わ
る
資
料
で
あ
る
。
前
掲
『
方
輿
勝
覧
　
後
陽
成
院
　
合
綴

夫
木
抜
書
』
の
親
本
で
、
本
奥
書
に
「
右
這
一
冊
者
小
智
愚
鈍
末
孫
短
才
之
用
意
也
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（
百
脱
）

／
慶
長
三
稔
孟
春
中
旬
／
従
神
武
数
代
孫
和
仁
廿
八
才
／
除
空
紙
四
十
一
丁
」
と
あ

る
。
た
だ
し
、
筆
蹟
は
後
陽
成
天
皇
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
辰
翰
本
の
早
い
段
階
で
の

転
写
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
該
本
に
よ
り
慶
長
三
年
に
後
陽
成
天
皇
自
身
が
『
歌
枕

名
寄
』
に
加
え
『
夫
木
抄
』
の
抜
書
に
着
手
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
成
立
の
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』
〔
以

下
『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』
と
略
称
〕
「
蛤
蝸
御
櫓
子
」
項
に
「
新
勅
撰
名
所
抜
書
　
一
々
（
稿

者
注
、
「
冊
」
）
」
と
見
え
る
が
、
『
新
勅
撰
集
』
・
『
続
後
撰
集
』
の
名
所
詠
を
抜
書
し

た
、
現
存
の
『
新
勅
撰
御
抜
書
』
（
H
ー
六
〇
〇
1
六
五
〇
ー
る
六
五
〇
）
一
冊
に
同

定
さ
れ
よ
う
。
同
様
に
『
新
古
今
集
』
か
ら
名
所
詠
を
抜
書
し
た
『
新
古
今
抜
書
』
（
H

ー
六
〇
〇
ー
六
五
〇
1
る
六
五
〇
）
も
後
陽
成
天
皇
の
名
所
和
歌
編
纂
に
関
わ
る
資
料

で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
高
松
宮
本
『
名
所
和
歌
　
草
稿
』
（
H
l
六
〇
〇
ー
一
三
〇
三
ー

ミ
一
一
五
、
外
題
・
内
題
ナ
シ
、
「
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）
館
蔵
資
料
デ
ー
タ
ー
ベ
ー

ス
」
の
認
定
書
名
に
依
る
）
は
、
山
城
部
の
「
真
下
」
以
下
五
箇
所
の
所
収
歌
が
御

所
本
『
方
輿
勝
覧
集
』
と
重
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
草
稿
と
考
え
ら
れ
る
。

　
御
所
本
『
方
輿
勝
覧
集
』
（
一
五
〇
ー
三
五
一
）
も
、
『
歌
枕
名
寄
』
か
ら
の
抄
出

　
　
（
2
3
）

で

あ
る
。
た
だ
、
例
え
ば
、
「
神
山
」
に
限
っ
て
は
、
前
掲
8
番
の
後
鳥
羽
院
詠
を

除
き
『
倭
歌
方
輿
勝
覧
』
と
は
重
複
し
な
い
。
ま
た
、
『
倭
歌
方
輿
勝
覧
』
の
改
変

に
当
た
り
、
『
夫
木
抄
』
や
勅
撰
集
の
名
所
歌
の
抜
書
は
、
本
文
の
点
検
や
名
所
の

研
究

な
ど
に
使
用
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
高
松
宮
本
『
倭
歌

方
輿
勝
覧
』
か
ら
御
所
本
『
方
輿
勝
覧
集
』
の
改
変
で
、
『
歌
枕
名
寄
』
か
ら
の
採

歌

に
限
っ
た
、
後
陽
成
天
皇
の
意
向
は
未
詳
で
あ
る
が
、
初
度
の
勅
撰
の
方
針
を
、

編
纂

に
当
た
っ
た
廷
臣
が
付
度
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
以

上
、
禁
裏
に
お
い
て
後
陽
成
天
皇
撰
『
倭
歌
方
輿
勝
覧
』
の
改
変
に
よ
る
新
た

な
「
名
所
和
歌
」
編
纂
に
当
り
、
天
皇
と
公
家
衆
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
書
写
集
団
が
、

歌
集
の
収
集
や
抜
書
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

③
後
陽
成
天
皇
の
歌
書
の
書
写
と
退
位
後
の
収
書
活
動

　

和
歌
の
学
殖
が
豊
富
な
後
陽
成
天
皇
は
、
冷
泉
家
を
初
め
と
す
る
堂
上
公
家
所
蔵

の
歌
書
に
関
心
を
寄
せ
た
。
公
家
も
こ
れ
を
勘
酌
し
古
典
籍
の
進
上
や
書
写
に
伺
候

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
の
書
写
事
蹟
は
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
以
降
の
数
年
に

集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
正
二
二
年
二
五
八
六
）
六
月
一
九
日
以
来
、
冷
泉

為
満
・
四
条
隆
昌
（
為
満
実
兄
）
・
山
科
言
経
（
妻
は
為
満
姉
）
の
三
人
が
正
親
町
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

皇
の
勅
勘
を
蒙
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
三
者
は
京
都
を
出
奔
し
て
和
泉
堺
に
逐
電
、

八
月
三
〇
日
摂
津
中
嶋
に
移
り
寓
居
を
構
え
た
。
勅
勘
の
理
由
を
『
言
経
卿
記
』
に

基
づ
き
略
述
す
る
と
、
天
正
七
年
の
言
継
の
死
に
当
た
っ
て
山
城
梅
津
の
知
行
分
を

信
長
か
ら
安
堵
さ
れ
た
が
、
禁
裏
の
下
代
が
横
領
し
、
そ
の
当
否
を
山
科
家
の
雑
掌

が
前
田
玄
以
に
訴
え
訴
訟
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
山
科
・
冷
泉
家
の
主
張
は
朝
廷

と
対
立
し
、
勅
勘
に
至
っ
た
。

　

冷
泉
為
満
は
慶
長
五
年
四
月
に
家
康
の
取
り
成
し
に
よ
り
六
条
有
広
と
と
も
に
勅

免
、
五
月
六
日
に
勅
免
を
謝
し
に
参
内
し
、
太
刀
・
折
紙
・
藤
原
定
家
筆
『
拾
遺
愚

草
』
を
献
上
し
た
（
『
言
経
卿
記
』
、
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
、
後
掲
）
。
言
経
は
慶
長
三

年
＝
月
＝
日
に
家
康
の
奏
請
に
よ
り
勅
免
、
一
二
月
七
日
に
参
内
し
て
勅
免
を

謝
し
た
（
『
言
経
卿
記
』
〈
後
掲
〉
、
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
）
。
以
後
、
慶
長
六
年
に
至
り
、

冷
泉
家
や
山
科
家
か
ら
禁
裏
へ
の
典
籍
の
進
上
が
増
大
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
為
満
が
後
陽
成
天
皇
の
禁
裏
に
冷
泉
家
の
歌
書
を
初
め
て
持
参
し
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

慶
長
五
年
五
月
六
日
で
あ
る
。
先
述
し
た
と
お
り
、
定
家
筆
『
拾
遺
愚
草
』
が
禁
裏

に

も
た
ら
さ
れ
る
が
、
『
言
経
卿
記
』
に
拠
る
と
、
実
際
は
叡
覧
に
供
す
る
に
留
ま

（2
6
）

る
。　

次
年
の
慶
長
六
年
の
後
陽
成
天
皇
の
禁
裏
文
庫
に
関
し
て
は
、
朝
儀
に
関
す
る
次

第
書
や
系
図
類
が
分
類
整
理
さ
れ
、
充
実
し
て
い
た
こ
と
が
先
学
に
よ
り
指
摘
さ
れ

て

い

る
（
書
陵
部
蔵
『
慶
長
六
年
首
夏
日
記
』
、
前
掲
（
2
）
田
島
論
文
等
）
。
一
方
、
次
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第
書
類
は
こ
の
時
期
に
至
り
、
慶
長
三
年
に
勅
勘
を
赦
さ
れ
た
山
科
家
か
ら
進
上
・

書
写
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
和
歌
資
料
が
含
ま
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
例
え
ば
、
『
言

経
卿
記
』
慶
長
六
年
四
月
一
四
日
条
に
、

　
　
十
四
日
、
壬
午
、
晴
陰
、
小
雨
（
中
略
）
一
、
禁
中
へ
月
次
祭
略
次
第
・
神
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野

　
　
食
次
第
弁
要
・
同
指
図
同
、
・
大
原
次
第
二
、
・
晴
御
鞠
次
第
等
懸
御
目
畢
、
後

　
　
刻
題
林
愚
抄
下
御
借
用
之
間
、
後
刻
懸
御
目
之
、
新
内
侍
殿
シ
テ
上
了
、

と
あ
る
。
言
経
が
禁
裏
に
「
月
次
祭
略
次
第
」
以
下
の
自
家
架
蔵
本
五
点
を
叡
覧
に

供
し
、
後
刻
に
「
題
林
愚
抄
下
」
を
貸
借
す
る
よ
う
取
り
図
る
こ
と
を
述
べ
た
記
事

で
あ
る
。
実
際
に
、
『
言
経
卿
記
』
慶
長
六
年
四
月
九
日
条
に
は
、

　
　
九

日
、
乙
丑
、
晴
陰
、
／
一
、
禁
中
へ
慶
長
改
元
記
共
諸
家
記
六
一
冊
・
目
六

　
　
等
返
上
申
、
題
林
愚
抄
全
部
三
冊
被
返
下
了
、

と
見
え
、
書
写
の
後
に
「
題
林
愚
抄
三
冊
」
が
禁
裏
か
ら
言
経
に
返
し
下
さ
れ
て
い
る
。

『禁
裡
御
蔵
書
目
録
』
「
御
据
子
御
箱
目
録
」
の
「
題
林
愚
抄
」
項
の
割
注
に
、
ズ
春
・

　
　
　
　
　
（
甘
露
寺
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
科
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
御
門
）

夏
・
恋
三
冊
、
親
長
卿
、
／
雑
宇
一
冊
、
言
国
卿
・
親
長
卿
・
／
宣
秀
卿
三
筆
／
秋
・
冬
・

雑
宙
三
冊
、
新
本
也
〉
」
と
あ
り
、
こ
の
「
新
本
」
に
同
定
さ
れ
る
。
「
新
本
」
に
よ

り
従
来
の
古
写
本
で
欠
脱
し
て
い
た
巻
を
補
完
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
冷
泉
家
本
は
、
為
満
の
意
向
に
よ
り
禁
裏
に
貸
し
出
さ
れ
、
書
写
さ
れ
た

事
例
も
少
な
く
な
い
。
『
言
経
卿
記
』
慶
長
六
年
六
月
二
一
二
日
条
を
掲
げ
る
。

　
　

廿
三

日
、
己
丑
、
　
雨
、
晴
陰
、
／
一
、
小
御
所
へ
出
御
之
間
、
則
参
了
、
冷

　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
冷
泉
）

　
　
泉
ヨ
リ
直
物
〈
定
家
卿
／
筆
、
〉
・
初
学
抄
〈
為
家
卿
筆
、
〉
・
仁
安
東
宮
御
書
始

　
　
記

〈定
家
／
卿
筆
〉
・
台
記
別
見
等
被
懸
御
目
之
間
、
持
参
了
、
直
物
・
初
学

　
　
（
抄
）
　
　
　
（
×
具
）

　
　

記
等
召
置
ラ
ル
了
、
次
二
冊
重
而
可
被
参
借
之
由
被
仰
、
被
返
了
、
又
童
蒙
抄

　
　

上
下
二
冊
被
申
請
了
、
借
被
下
之
、

こ
こ
で
は
、
為
満
か
ら
定
家
筆
『
直
物
』
や
為
家
筆
『
和
歌
初
学
抄
』
な
ど
が
叡
覧

に
供
さ
れ
、
そ
の
内
、
定
家
筆
『
仁
安
東
宮
御
書
始
記
』
や
『
台
記
別
見
』
は
返
却

さ
れ
た
。
定
家
筆
『
直
物
』
は
、
正
月
二
四
日
に
為
満
に
返
却
す
る
に
際
し
、
言
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

が
奥
書
の
揮
毫
を
勅
命
さ
れ
て
い
る
（
『
言
経
卿
記
』
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
為
家
筆
『
和
歌
初
学
抄
』
は
、
『
言
経
卿
記
』
慶
長
六
年
一
〇
月
一
二
日
条
に
、

　
　

十
二
日
、
丙
子
、
天
晴
、
（
中
略
）
／
一
、
長
橋
殿
へ
参
了
、
禁
中
謡
之
本

　
　
二
十
冊
被
返
了
、
又
冷
泉
へ
定
家
卿
筆
初
学
抄
被
返
了
、
則
遣
了
、

と
あ
る
よ
う
に
、
禁
裏
に
お
け
る
書
写
の
後
に
返
却
さ
れ
た
。
こ
の
折
の
書
写
本
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

門
跡
寺
院
の
聖
護
院
に
伝
来
し
、
現
在
は
川
上
新
一
郎
氏
の
所
蔵
に
帰
す
る
。
以
下

に
、
川
上
新
一
郎
氏
蔵
聖
護
院
旧
蔵
『
和
歌
初
学
抄
』
の
弘
長
二
年
（
一
二
六
四
）

本
奥
書
と
慶
長
六
年
書
写
奥
書
を
掲
げ
る
。

　
　
（
一
二
六
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
弘
長
二
年
六
月
／
求
出
更
校
合
、
／
年
来
讃
本
／
被
借
失
、
伍
以
或
本
／
所
中

　
　
写
可
書
写
／
　
六
旬
余
比
丘
融
覚
（
花
押
写
）

　
　
此
抄
以
為
満
朝
臣
家
伝
来
之
正
本
／
被
写
留
之
、
右
奥
書
井
名
字
／
判
形
等
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
院
通
勝
）

　
　
／
勅
定
模
写
之
、
最
為
讃
本
者
也
／
　
慶
長
六
年
孟
冬
八
日
　
　
／
桑
門
素
然

弘
長
二
年
の
融
覚
（
為
家
）
の
本
奥
書
は
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
『
和
歌
初
学
抄
』

に
見
出
さ
れ
、
そ
れ
以
後
の
書
写
奥
書
が
聖
護
院
旧
蔵
本
で
あ
る
。
印
記
に
「
聖

護
／
院
蔵
／
書
記
」
と
あ
り
、
後
陽
成
天
皇
第
二
皇
子
・
道
晃
親
王
（
慶
長
一
七
年

〈
一
六
一
二
〉
～
延
宝
七
年
〈
一
六
七
九
〉
）
の
旧
蔵
本
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
後
陽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

成
院
崩
御
後
、
禁
裏
か
ら
下
賜
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
後
陽
成
天
皇
自
身
の
収
書
に
加
え
、
歴
代
の
天
皇
の
収
蔵
に
成
る
禁
裏

御
本
は
、
後
陽
成
天
皇
の
慶
長
一
六
年
三
月
一
七
日
の
退
位
後
、
慶
長
一
七
年
七
月

八
日
に
後
水
尾
天
皇
の
禁
裏
に
譲
渡
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
記
事
は
、
次
掲
の
『
言

緒
卿
記
』
慶
長
一
七
年
九
月
一
日
条
に
存
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
後
陽
成
上
皇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徳
川
秀
忠
）

　
一
、

板
倉
勝
重
の
、

舟
橋
秀
賢
が
後
陽
成
院
の
仙
洞
御
所
か
ら
禁
裏
に
譲
渡
さ
れ
た
「
草
紙
」
や
「
道
具
」

　
禁
裏
へ
従
仙
洞
去
七
月
八
日
二
御
草
紙
其
外
御
道
具
共
大
樹
ヨ
リ
ノ
儀
ト
シ

　
　
　
　
　
　
　
（
中
院
）
　
　
　
　
（
言
緒
）
（
舟
橋
）

テ

被
渡
、
則
従
禁
中
通
村
朝
臣
・
予
・
秀
賢
朝
臣
ヲ
被
遣
請
取
之
、
従
仙
洞
被

　
　
　
（
公
厳
）
　
　
　
　
　
　
　
（
秋
篠
忠
治
）

渡
衆
ハ
毘
沙
門
堂
三
級
・
大
弼
両
人
也
、
然
ヲ
今
日
何
々
渡
候
ト
申
渡
シ
ノ
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勝
重
）

録
ト
ヲ
、
大
樹
へ
懸
御
目
録
候
ト
テ
、
板
倉
伊
賀
守
申
候
ニ
ョ
リ
、
則
目
録
ヲ

三
人

ト
シ
テ
調
達
了
、
従
禁
中
土
山
駿
河
申
来
ニ
ョ
リ
テ
也
、

　
　
　
　
将
軍
秀
忠
に
披
見
さ
せ
る
求
め
に
よ
り
、
中
院
通
村
・
山
科
言
緒
・
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の

目
録
を
作
成
し
た
。
こ
の
折
に
禁
裏
に
受
け
渡
さ
れ
た
道
具
類
の
内
訳
は
、
『
言

緒
卿
記
』
慶
長
一
八
年
四
月
六
日
条
に
よ
り
概
要
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
院
）
　
　
　
　
（
言
緒
）

　
一
、
院
御
所
ヨ
リ
禁
裏
へ
被
渡
候
御
物
共
各
拝
見
之
間
、
通
村
朝
臣
・
予
其
時
之

　
　
御
使
仕
候
故
、
可
参
之
由
仰
ア
リ
、
（
中
略
、
「
参
内
成
候
輩
」
の
交
名
）
一
覧

　
　
以
後
通
村
朝
臣
・
予
不
残
御
物
二
符
ヲ
ツ
ケ
テ
申
候
也
、
御
道
具
之
注
文
則
従

　
　
仙
洞
被
渡
候
ヲ
ウ
ツ
シ
了
、

　
　
　
御
ふ
く
の
辛
櫃
〈
二
た
い
共
に
、
／
但
し
や
う
な
し
、
〉
　
一
つ
い
た
ち
障
子

　
　
　
〈
花
ひ
ら
を
さ
る
・
、
／
但
十
七
枚
不
足
、
〉
　
一
御
い
か
う
の
一
ッ
　
一
手

　
　
　
の
け
い
か
け
一
ッ
、
一
御
つ
し
の
棚
一
十
二
月
の
棚
一
ッ
、
　
一
地
蔵
一
体
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
草
）

　
　
　
一
ち
い
さ
き
愛
染
、
一
つ
り
灯
墓
、
一
か
ら
の
皮
籠
一
ッ
、
此
内
早
紙
百
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
太
）

　
　
　
拾
ノ
冊
、
連
寄
　
昏
拾
壱
冊
、
連
歌
懐
昏
二
百
韻
、
大
閤
軍
記
、
補
歴
二
冊
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
懐
）

　
　
　
一
長
櫃
九
ツ
、
一
箱
三
ッ
、
此
内
御
会
昏
・
短
尺
・
ふ
る
き
書
物
・
御
文
等

　
　
　
有
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
毘
沙
門
堂
公
厳
）
　
　
（
秋
篠
）

　
　
　
　
慶
長
十
七
年
七
月
八
日
　
三
級
判
　
　
　
忠
治
判

「
道
具
」
の
目
録
の
た
め
、
調
度
品
や
什
器
、
書
物
を
収
納
す
る
棚
や
櫃
の
記
載
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
草
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
懐
）

目
立
つ
。
た
だ
、
そ
の
中
に
「
早
紙
百
四
拾
八
冊
」
「
御
会
昏
・
短
尺
・
ふ
る
き
書
物
・

御
文
等
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
前
掲
の
『
題
林
愚
抄
』
の
よ
う
に
、
『
禁
裡
御
蔵

書

目
録
』
に
一
部
が
記
載
さ
れ
、
後
土
御
門
天
皇
の
禁
裏
で
近
臣
に
よ
り
書
写
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

た
「
文
明
補
充
本
」
を
基
礎
と
し
、
以
後
、
後
陽
成
天
皇
ま
で
の
歴
代
天
皇
に
よ
り

禁
裏
に

収
蔵
さ
れ
た
典
籍
類
の
一
部
で
あ
ろ
う
。

　
後
陽
成
天
皇
は
、
退
位
後
も
旺
盛
な
書
写
活
動
を
展
開
す
る
が
、
本
格
化
す
る
の

は
、
慶
長
一
九
年
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
後
陽
成
院
は
、
二
月
中
旬
に
、

享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
正
月
二
二
日
の
三
条
西
実
隆
の
書
写
奥
書
を
有
す
る
『
源

氏
物
語
』
の
「
三
条
西
家
伝
之
証
本
」
（
現
在
、
日
本
大
学
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー

に
所
蔵
）
を
、
近
臣
に
分
担
さ
せ
つ
つ
自
ら
も
謄
写
し
た
（
御
所
本
『
源
氏
物
語
』
〈
特

ー
二
〉
）
。
該
本
の
「
夢
浮
橋
」
の
書
写
奥
書
に
は
、
「
以
三
条
西
家
伝
之
証
本
令
謄

写
了
／
　
慶
長
十
九
稔
仲
春
中
溝
／
　
従
神
武
百
余
代
孫
太
上
大
臣
（
御
判
）
」
と

あ
る
。
そ
し
て
、
『
時
慶
卿
記
』
慶
長
一
九
年
四
月
一
八
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
見

え
る
。

　
　
十
八
日
、
天
晴
、
　
（
中
略
）
一
、
院
御
所
へ
被
召
テ
参
候
、
釈
和
抄
為
校
合
也
、

　
　
南
光
坊
書
写
ノ
義
ヲ
御
番
衆
へ
頼
申
ニ
ョ
リ
テ
被
仰
付
被
遣
候
、
於
御
前
談
候
、

　
　

又
次
二
改
元
次
第
ノ
義
ヲ
申
入
処
、
拝
借
候
四
冊
ナ
リ
、
於
御
前
神
酒
を
給
、

　
　
　
　
　
　
　
（
間
脱
力
）

　
　
又
番
所
ニ
テ
有
食
日
本
紀
・
延
喜
式
・
暑
書
等
ノ
物
ヲ
懸
御
目
候
、
御
感
ナ
リ
、

　
　

及
黄
昏
帰
宅
候
、

「
釈
和
抄
（
稿
者
注
、
『
釈
和
和
歌
集
』
）
」
等
の
校
合
が
始
ま
り
、
「
改
元
次
第
」
四
冊

は
貸
借
の
手
続
き
を
終
え
て
い
る
。

　
一
方
、
慶
長
一
九
年
に
、
後
陽
成
院
は
時
慶
と
そ
の
息
時
直
に
歌
学
の
伝
受
を

行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
同
年
六
月
一
七
日
に
、
仙
洞
御
所
で
が
時
直
に
「
和
歌
ノ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

ニ

ヲ
ハ
」
を
相
伝
し
（
『
時
慶
卿
記
』
）
、
同
八
月
九
日
に
は
同
じ
く
時
直
に
『
伊
勢
物

語
』
の
「
切
紙
口
決
」
を
相
伝
し
た
（
東
山
御
文
庫
本
「
伊
勢
物
語
御
伝
授
状
」
〈
勅
封

　
　
　
　
（
3
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

二
六
ー
二
一
〉
）
。
そ
し
て
、
同
年
八
月
九
日
に
時
直
に
古
今
相
伝
を
行
っ
た
。
ま
た
、

同
年
八
月
一
三
日
に
は
、
時
慶
は
院
か
ら
「
古
今
清
濁
」
の
相
伝
を
受
け
始
め
た
折

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

に
、
西
洞
院
家
蔵
の
「
古
今
抄
」
を
院
の
叡
覧
に
供
し
て
い
る
。
同
年
九
月
二
〇
日

に
は
、
時
慶
が
院
御
所
に
召
さ
れ
、
同
書
を
進
上
し
て
い
る
。
『
時
慶
卿
記
』
同
日

条
を
掲
げ
よ
う
。

　
　
廿

日
、
天
晴
、
（
中
略
）
一
、
院
御
所
へ
参
上
、
古
今
抄
写
本
共
二
上
候
、
外

　
　
題
ノ
義
申
入
候
、
（
中
略
）
　
一
、
昨
日
抄
ノ
表
紙
出
来
、

こ
の
「
古
今
抄
」
は
、
現
存
の
高
松
宮
本
『
古
今
抄
』
（
H
ー
六
〇
〇
ー
六
三
三
ー
ゐ

　
（
3
6
）

三

六

五
）
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
該
本
が
本
文
共
紙

の
原
表
紙
を
改
装
し
、
本
文
別
筆
で
外
題
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
御
所
本

・
高
松
宮
本
に
は
稀
有
な
紙
訂
装
で
あ
り
、
そ
の
装
訂
も
表
紙
の
改
装
と
同
時
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

る
こ
と
、
第
三
に
該
本
は
本
文
が
室
町
末
期
に
遡
り
、
時
慶
と
親
し
か
っ
た
里
村
紹

巴
の
天
正
一
四
年
（
一
五
八
六
）
の
加
証
奥
書
を
有
す
る
こ
と
の
三
点
で
あ
る
。
加

証
奥
書
を
掲
げ
よ
う
。
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此
古
今
聞
書
上
下
羽
州
秋
田
添
／
吟
世
尊
老
難
八
十
歳
風
雅
遺
弟
／
依
無
之
、

　
　
予
被
贈
畢
、
塁
世
／
相
伝
之
箱
底
入
置
者
也
／
干
時
天
正
十
四
年
三
月
廿
五
日

　
　
／
　
法
橋
紹
巴
（
花
押
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
巻
）

　
　
相
伝
之
記
上
巻
二
在
之
／
　
法
橋
紹
巴
（
花
押
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
巻
）

こ
れ
に
関
連
し
、
『
時
慶
卿
記
』
慶
長
一
九
年
一
〇
月
二
日
条
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
二
日
、
雨
天
、
（
中
略
）
一
、
院
御
所
被
召
候
、
古
今
抄
物
又
可
写
申
旨
候
、
少
々

　
　
口

伝

ト
モ
被
仰
渡
、
二
冊
抄
・
又
四
冊
抄
・
又
顕
注
密
勘
等
・
又
発
句
帳
、
又

　
　
テ

ニ

ヲ
ハ
ノ
義
御
相
伝
灌
頂
ノ
事
等
被
仰
渡
候
、
発
句
帳
四
冊
返
上
、
又
紹
巴

　
　
句
ヲ
相
添
テ
上
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

こ
の
条
か
ら
は
、
慶
長
一
九
年
の
段
階
で
後
陽
成
院
が
、
『
顕
注
密
勘
』
等
の
古
今

　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

集
注
や
連
歌
の
発
句
帳
に
収
書
の
範
囲
を
広
げ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
特
に
、

前
者
は
時
慶
・
時
直
へ
の
古
今
相
伝
に
際
し
て
の
基
礎
文
献
と
し
て
機
能
し
て
い

た
。
そ
し
て
、
「
古
今
抄
物
又
可
写
申
旨
候
、
少
々
口
伝
ト
モ
被
仰
渡
」
が
、
前
述

の

時
慶
の
「
古
今
清
濁
」
の
相
伝
に
連
接
す
る
。
ま
た
、
「
テ
ニ
ヲ
ハ
ノ
義
御
相
伝

灌
頂

ノ
事
」
と
は
、
院
か
ら
の
時
慶
へ
の
テ
ニ
ハ
伝
受
が
灌
頂
に
至
っ
た
こ
と
を
指

す
。　

後
陽
成
院
は
退
位
後
、
歌
学
・
古
典
学
の
講
釈
も
行
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

慶
長
一
九
年
四
月
に
『
伊
勢
物
語
』
を
（
前
掲
注
（
1
0
）
）
、
元
和
二
年
三
月
に
『
詠
歌

　
（
4
0
）

大
概
』
を
、
同
年
八
月
に
『
未
来
記
』
を
（
『
泰
重
卿
記
』
同
年
八
月
二
四
日
条
）
そ

れ
ぞ
れ
講
釈
し
て
い
る
。
慶
長
一
九
年
四
月
の
『
伊
勢
物
語
』
の
講
説
は
、
山
科
言

緒
と
土
御
門
泰
重
の
発
起
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
『
言
緒
卿
記
』
同
年
四
月
ニ
ハ
日
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

が
、
参
集
し
た
公
家
衆
の
一
人
の
時
直
の
聞
書
の
抄
録
（
転
写
本
）
が
伝
存
す
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
後
陽
成
院
の
仙
洞
御
所
の
歌
書
群
は
、
従
前
の
講
釈
に
加
え
、

歌
学
の
相
伝
・
伝
受
と
関
連
し
合
い
充
実
し
て
い
た
。
ま
た
、
古
今
相
伝
に
際
し
て

時
慶
か
ら
典
籍
が
献
上
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
仙
洞
御
所
に
収
蔵
さ
れ

た
書
籍
は
、
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
の
崩
御
後
の
同
年
一
〇
月
二
八
日
に
後
水
尾

天

皇
の
禁
裏
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
。
そ
の
様
子
は
『
泰
重
卿
記
』
同
日
条
に
記
さ
れ

（4
2
）

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
兼
週
）

　
　
廿
六

日
、
戊
午
、
晴
、
一
条
殿
御
見
廻
申
上
候
、
仙
洞
御
倉
書
籍
・
古
物
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
唐
橋
）
　
　
　
（
三
条
西
）
　
　
（
中
御
門
）
　
　
（
阿
野
）

　
　
道
具
禁
中
御
取
候
、
奉
行
ニ
ハ
兼
勝
卿
・
実
条
卿
・
宣
衡
卿
・
実
顕
卿
、
院
衆

　
　
（
岩
倉
具
尭
）
　
（
清
水
谷
実
任
X
前
毘
沙
門
堂
公
厳
）

　
　
六

木
工
頭
・
大
弼
・
三
級

　
後
陽
成
天
皇
皇
子
で
あ
る
一
条
兼
遇
が
立
会
い
、
後
水
尾
天
皇
の
廷
臣
の
書
籍
奉

行
（
『
泰
重
卿
記
』
元
和
四
年
六
月
一
一
日
条
の
「
御
書
籍
奉
（
「
行
」
脱
）
」
の
交
名
と
一

致

す
る
）
が
移
し
替
え
の
作
業
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
至
り
、
後
陽
成
院
の
蔵

書
は
後
水
尾
天
皇
の
禁
裏
の
御
文
庫
に
明
け
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
・
七
年
を
中
心
に
冷
泉
家
や
山
科
家
か

ら
進
上
・
書
写
さ
れ
た
和
歌
資
料
に
よ
り
、
禁
裏
文
庫
の
歌
書
群
は
増
加
し
、
慶
長

一
六

年
の
退
位
に
至
り
後
水
尾
天
皇
の
禁
裏
に
譲
渡
さ
れ
た
。
退
位
後
、
慶
長
一
九

年
に
近
臣
に
よ
る
書
写
活
動
が
本
格
化
し
た
が
、
後
陽
成
院
は
仙
洞
御
所
に
お
い
て

引
き
続
き
『
伊
勢
物
語
』
や
『
詠
歌
大
概
』
等
を
講
釈
し
て
い
る
の
に
加
え
、
歌
学

の

相
伝
・
伝
受
も
行
っ
て
お
り
、
院
は
そ
う
し
た
祇
候
の
廷
臣
の
歌
道
教
育
の
基
本

文
献
の
更
な
る
整
備
に
努
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
崩
御
後
も
後
水
尾
天
皇
の
禁
裏

に

移
管
さ
れ
る
が
、
慶
長
年
間
（
一
五
九
二
～
一
六
一
五
）
に
後
陽
成
院
が
収
書
し

た
一
連
の
文
学
関
係
の
典
籍
は
、
近
世
禁
裏
文
庫
の
基
礎
を
形
作
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
以

上
、
本
稿
で
は
、
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
の
禁
中
の
御
文
庫
の
整
理
を
端
緒

に
、
元
和
三
年
（
一
五
九
五
）
に
、
後
陽
成
院
の
仙
洞
の
御
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
書

籍
が
後
水
尾
天
皇
に
明
け
渡
さ
れ
る
ま
で
の
、
天
皇
の
文
芸
活
動
の
基
盤
と
な
っ
た

禁
裏
・
仙
洞
の
書
写
事
蹟
を
追
究
し
て
き
た
。
文
禄
四
年
頃
か
ら
三
条
西
家
の
古
写

本
を
中
心
に
物
語
や
歌
学
書
の
古
注
釈
が
禁
裏
に
献
上
さ
れ
、
書
写
さ
れ
た
が
、
そ

れ

ら
は
天
皇
自
身
の
古
典
学
・
歌
学
の
研
究
や
講
釈
の
た
め
で
あ
っ
た
。
禁
裏
に
三

条
西
家
の
典
籍
や
家
説
が
入
っ
た
年
次
を
、
『
伊
勢
物
語
』
・
『
三
部
抄
』
の
注
釈
書
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に
限
り
、
文
禄
四
年
と
確
定
し
得
た
が
、
慶
長
年
間
に
天
皇
が
禁
裏
で
行
っ
た
物
語

や
歌
学
の
講
釈
は
、
三
条
西
家
説
を
重
要
視
し
て
お
り
、
文
禄
四
年
は
、
禁
裏
に
お

け
る
古
典
研
究
の
揺
藍
期
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
慶
長
二
年
に
後
陽
成
天

皇

は
『
倭
歌
方
輿
勝
覧
』
を
自
ら
撰
ん
だ
が
、
以
後
そ
の
改
変
を
軸
に
新
た
に
名
所

和
歌
が
禁
裏
で
編
纂
さ
れ
、
祇
候
の
公
家
衆
ら
に
よ
り
編
成
さ
れ
た
書
写
集
団
が
歌

集
の
収
書
や
抜
書
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
冷
泉
為
満
・
山
科
言
経
が
勅
勘
を
免
れ
て

か

ら
は
、
冷
泉
家
・
山
科
家
か
ら
の
和
歌
資
料
の
進
上
が
慶
長
六
・
七
年
に
集
中
し

て

相
次
ぎ
、
禁
裏
文
庫
の
歌
書
群
は
増
加
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
禁
裏
本
を
譲
位

の

際
に
後
陽
成
院
は
後
水
尾
天
皇
に
明
け
渡
し
た
が
、
院
は
、
慶
長
一
六
年
の
退
位

後
も
盛
ん
に
収
書
活
動
を
展
開
し
、
仙
洞
御
所
の
蔵
書
の
整
備
に
努
め
た
。
仙
洞
御

所
本

は
、
院
崩
御
後
に
後
水
尾
天
皇
の
禁
裏
に
移
管
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
後
陽
成
天

皇
の
収
集
に
成
る
文
学
資
料
は
、
近
世
禁
裏
文
庫
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
。
実
際
、
文
禄
・
慶
長
期
書
写
の
文
学
関
係
の
禁
裏
本
は
、
一
部
の
震
翰
本
を
含

め
、
転
写
本
が
御
所
本
・
高
松
宮
本
に
現
存
し
て
い
る
。
近
世
の
禁
裏
本
の
書
写
史

は
、
後
陽
成
天
皇
期
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
井
上
宗
雄
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究
　
室
町
後
期
』
（
昭
四
七
初
版
、
平
三
改
訂
新
版
・
明
治

　

書
院
）
、
同
『
中
世
歌
壇
と
歌
人
伝
の
研
究
』
（
平
一
九
・
笠
間
書
院
）
、
林
達
也
「
後
陽
成
院

　

と
そ
の
周
辺
」
（
近
世
堂
上
和
歌
論
集
刊
行
会
編
『
近
世
堂
上
和
歌
論
集
』
〈
平
元
・
明
治
書
院
〉
）

　

参
照
。
ま
た
、
和
田
英
松
『
皇
室
御
撰
之
研
究
』
（
昭
入
初
版
、
昭
一
八
再
版
・
明
治
書
院
）
に
、

　

後

陽
成
天
皇
の
古
典
学
・
歌
学
の
研
究
や
和
歌
の
実
作
に
関
わ
る
著
作
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
天
皇
は
、
天
正
一
八
年
（
一
五
八
〇
）
九
月
に
細
川
幽
斎
の
古
今
相
伝
の
伝
受
を
所
望

　

し
た
が
、
母
’
上
東
門
院
が
「
若
年
」
を
理
由
に
固
辞
し
た
（
『
兼
見
卿
記
』
）
。

（
2
）
　
田
島
公
「
近
世
禁
裏
文
庫
の
変
遷
と
蔵
書
目
録
i
東
山
御
文
庫
本
の
史
料
学
的
・
目
録
学
的

　

研
究
の
た
め
に
ー
」
（
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
　
第
一
輯
』
〈
平
一
五
・
思
文
閣
出
版
〉
）
。
九

　

条
兼
孝
（
天
文
二
二
年
〈
一
五
三
三
〉
～
寛
永
一
三
年
〈
一
六
＝
〉
）
の
日
記
『
慶
長
六
年
首
夏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
　

　

日
記
』
の
慶
長
六
年
（
＝
六
六
）
四
月
四
日
条
と
東
山
御
文
庫
本
『
古
官
庫
歌
書
目
録
』
の

　

「千
鳥
〈
根
本
官
本
／
後
陽
成
院
辰
翰
〉
　
一
冊
」
、
「
種
玉
偏
次
抄
〈
根
本
官
本
／
後
陽
成
院
辰

　

翰
〉
一
々
」
の
記
載
に
基
づ
く
。
『
慶
長
六
年
首
夏
日
記
』
に
つ
い
て
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図

　
　
書
寮
叢
刊
　
九
条
歴
世
記
録
　
四
』
（
平
↓
一
・
明
治
書
院
）
「
（
慶
長
六
年
首
夏
日
記
）
解
題
」

　
　
を
も
参
照
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
千
鳥
」
「
種
玉
偏
次
抄
」
と
も
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
御
所
本
に
見

　
　
出
さ
れ
る
が
、
前
者
は
慶
長
元
年
の
後
陽
成
院
辰
翰
本
の
転
写
で
あ
る
（
後
述
）
。

（
3
）
　
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
蔵
　
桂
宮
本
叢
書
　
第
二
十
集
　
御
集
』
（
昭
三
六
初
版
、
昭

　
　
四
四
再
版
・
養
徳
社
）
「
『
桂
宮
本
叢
書
』
の
呼
称
に
つ
い
て
」
に
「
即
ち
当
部
（
稿
者
注
、
「
宮

　
　
内
庁
書
陵
部
」
）
の
収
蔵
し
て
ゐ
る
桂
宮
本
と
称
せ
ら
れ
る
史
書
・
歌
書
の
類
は
、
元
来
東
山

　
　
御
文
庫
所
蔵
の
図
書
群
の
分
れ
で
、
後
水
尾
、
後
西
、
霊
元
天
皇
ら
を
し
て
書
写
し
め
ら
れ
た

　
　
御
手
沢
本
と
み
て
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
」
と
現
存
の
歌
書
を
含
め
た
禁
裏
本
の
遡
源
を
後
水
尾

　
　
天
皇
に
求
め
る
。
こ
う
し
た
解
説
は
近
年
で
も
、
例
え
ば
『
日
本
古
典
籍
書
誌
学
辞
典
』
（
平

　
　
一
一
・
岩
波
書
店
）
「
御
所
本
」
項
（
小
池
一
行
執
筆
）
の
「
江
戸
時
代
に
幕
府
が
行
な
っ
た
書

　
　
写
・
出
版
事
業
に
刺
激
さ
れ
て
、
後
水
尾
’
後
西
・
霊
元
天
皇
な
ど
数
代
に
わ
た
っ
て
書
写
収

　
　
集
し
た
旧
禁
裏
御
文
庫
本
を
い
う
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

（
4
）
　
拙
稿
「
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
の
性
格
と
意
義
ー
文
学
関
係
資
料
を
中
心
に
ー
」
（
国
立
歴

　
　
史
民
俗
博
物
館
編
『
和
歌
と
貴
族
の
世
界
　
う
た
の
ち
か
ら
』
〈
平
一
八
・
塙
書
房
〉
）
で
は
本

　
　
記
事
を
失
考
し
て
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
訂
正
し
た
い
。

（
5
）
　
『
言
経
卿
記
』
に
依
る
と
、
ま
ず
、
文
禄
二
年
四
月
九
日
に
、
言
経
が
秀
次
に
参
上
・
対
面

　
　
し
、
金
沢
文
庫
か
ら
接
収
し
た
（
『
時
慶
卿
記
』
同
年
三
月
一
〇
日
条
等
）
草
子
「
二
百
十
五
巻
」

　
　
を
検
地
し
た
。
そ
し
て
、
四
月
二
二
日
に
は
、
掲
出
し
た
よ
う
に
、
禁
裏
に
『
日
本
紀
』
以
下

　
　
の
草
子
が
進
上
さ
れ
た
他
、
菊
亭
（
今
出
川
）
晴
季
家
と
日
野
輝
資
家
に
も
金
沢
文
庫
本
が
遣

　
　
わ
さ
れ
た
。
禁
裏
に
献
上
さ
れ
た
草
子
は
、
『
続
日
本
紀
』
以
下
大
部
分
は
、
「
駿
河
御
譲
本
」

　
　
と
し
て
元
和
二
年
（
＝
ハ
一
七
）
に
徳
川
御
三
家
に
伝
来
し
た
。
諏
訪
勝
則
「
関
白
秀
次
の
文

　

芸
政
策
」
（
『
栃
木
史
学
』
第
九
号
、
平
七
・
三
）
が
、
秀
次
の
視
点
か
ら
こ
れ
ら
の
事
蹟
に
網

　

羅
的
に
触
れ
て
い
る
。

（
6
）
　
第
一
冊
末
に
、
文
明
一
〇
年
（
一
四
七
八
）
に
後
土
御
門
天
皇
の
禁
裏
に
献
上
し
た
兼
良
の

　

自
筆
識
語
「
依
　
勅
命
馳
禿
筆
書
加
詑
／
　
文
明
十
年
春
老
柄
覚
恵
」
に
続
き
、
後
西
天
皇
の

　

書
写
奥
書
が
あ
る
。

　
　
　

此
一
冊
者
以
後
成
恩
関
白
自
筆
之
本
先
年
書
写
之
云
々
、
後
十
輪
内
府
真
跡
也
、
〈
但
端

　
　
　

十
余
枚
／
奥
書
等
似
書
〉
難
然
少
々
不
審
事
有
之
、
重
而
以
件
証
本
令
校
合
詑
、
干
時
万

　
　
　

治
二
暦
爽
鐘
中
旬
　
（
花
押
〈
後
西
天
皇
〉
）

　

「
（文
明
一
〇
年
）
献
上
本
」
の
系
統
の
伝
本
で
あ
る
。
伊
井
春
樹
『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究

　

室
町
前
期
』
（
昭
五
五
・
桜
楓
社
）
参
照
。

（
7
）
　
島
崎
健
「
後
陽
成
院
講
『
源
氏
物
語
聞
書
』
」
（
『
国
語
国
文
』
昭
五
三
・
一
）
。

（
8
）
　
先
行
研
究
で
は
、
当
該
本
の
「
夢
の
浮
橋
」
巻
末
の
寛
正
六
年
の
本
奥
書
の
「
…
洞
院
大

　

納
言
公
数
卿
家
本
井
室
町
殿
春
日
局
本
彼
是
見
合
了
、
春
本
者
中
書
也
、
洞
本
者
¶
也

　

…
」
な
ど
の
記
載
か
ら
、
A
I
に
記
さ
れ
る
春
日
局
本
を
「
中
書
本
」
と
称
し
、
一
方
の
洞

　

院
公
数
本
を
「
覆
勘
本
」
と
す
る
。
だ
が
、
殆
ど
の
伝
本
は
、
通
秀
に
よ
り
校
合
さ
れ
、
さ
ら
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に
そ
の
通
秀
本
を
実
隆
が
転
写
し
た
も
の
で
、
三
条
西
実
隆
本
系
と
称
さ
れ
る
。
大
津
有
一

　

「河
海
抄
の
伝
本
」
（
『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』
第
二
号
、
昭
四
一
・
三
）
、
大
津
有
一
「
河
海
抄

　
の

伝
本
再

考
」
（
『
皇
學
館
論
叢
』
甦
顧
塘
鍾
齢
唱
四
三
．
一
三
等
参
照
。

（
9
）
　
「
十
八
日
、
晴
、
巳
刻
令
登
城
也
足
軒
・
主
殿
頭
令
同
心
登
城
、
御
対
面
也
、
三
光
院
自
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
く
　
こ
　
へ
く

　

源
氏
抄
披
見
下
、
次
也
足
軒
同
心
帰
京
」
。
「
三
光
院
自
筆
源
氏
抄
」
が
実
枝
自
筆
『
明
星
抄
』

　
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
第
一
回
は
慶
長
二
二
年
八
月
（
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
同
年
八
月
二
〇
日
・
二
四
日
条
）
、

　

第
二
回
は
慶
長
一
七
年
三
月
（
『
言
緒
卿
記
』
同
年
三
月
二
日
条
）
、
第
三
回
は
慶
長
一
九
年
四

　

月
（
『
言
緒
卿
記
』
同
年
四
月
九
日
、
＝
日
か
ら
一
六
日
条
、
『
時
慶
卿
記
』
四
月
＝
日
か

　

ら
一
六
日
条
）
で
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
愚
案
紗
』
の
奥
書
の
慶
長
＝
一
年
は
記
録
か
ら
確
認
で

　

き
な
い
た
め
除
い
た
。
大
津
有
一
『
伊
勢
物
語
古
註
釈
の
研
究
　
増
訂
版
』
（
昭
六
一
・
八
木

　

書
店
）
参
照
。
御
所
本
『
伊
勢
物
語
愚
案
抄
』
は
、
『
列
聖
全
集
　
御
撰
集
　
第
三
巻
』
大
五
・

　

列
聖
全
集
編
纂
会
）
に
翻
刻
が
あ
る
。

（
1
1
）
　
筆
蹟
の
鑑
定
に
当
た
り
、
学
習
院
大
学
文
学
部
日
本
語
・
日
本
文
学
科
の
御
教
示
・
御
協
力

　
を
得
た
。

（
1
2
）
　
「
伊
勢
物
語
家
君
度
々
御
講
尺
如
形
聞
書
了
、
但
往
年
序
一
向
難
見
分
事
共
有
之
間
、
其
内

　

少
々
又
書
改
之
、
次
第
不
同
事
共
也
、
度
々
之
聞
書
之
内
書
集
之
間
、
前
後
不
問
也
／
天
文
十

　
　
八
月
　
日
」
。

（
1
3
）
　
智
仁
親
王
御
筆
。
延
宝
三
年
（
＝
ハ
七
五
）
以
降
（
増
加
書
籍
の
書
き
入
れ
に
よ
る
）
の
桂
宮

　

家
の
蔵
書
内
容
を
示
す
書
陵
部
蔵
桂
宮
本
『
歌
書
目
録
』
（
F
四
ー
二
六
）
の
、
「
調
書
」
項
に

　
　
「
詠
歌
大
概
抄
後
陽
成
院
御
抄
　
一
冊
」
「
百
人
一
首
後
陽
成
院
御
抄
　
一
冊
」
「
未
来
記
雨
中

　
　
抄
後
陽
成
院
御
抄
　
一
冊
」
と
見
え
、
後
陽
成
天
皇
の
歌
学
書
三
部
は
、
天
皇
弟
の
桂
宮
智
仁

　
　
親
王
に
伝
来
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
桂
宮
本
『
歌
書
目
録
』
は
桂
宮
本
と
御
所
本
の
区
別
や

　
　
桂
宮
本
の
伝
来
を
探
究
す
る
上
で
重
要
な
資
料
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
御
所
本
『
百
人
一
首
抄
後
陽
成
天
皇
御
抄
』
の
後
陽
成
天
皇
辰
翰
の
書
写
奥
書
に
は
、
「
寡

　
　
人
以
管
窺
聚
諸
抄
書
之
、
後
世
之
嘲
有
恥
云
々
　
／
慶
長
十
一
稔
凛
秋
下
溝
／
従
神
武
百
余

　
　
代
孫
周
仁
」
と
あ
る
。
前
掲
註
（
1
0
）
『
列
聖
全
集
　
御
撰
集
　
第
三
巻
』
（
大
五
・
列
聖
全
集

　
　
編
纂
会
）
に
全
文
翻
刻
が
あ
る
。
同
様
に
、
御
所
本
『
未
来
記
雨
中
御
抄
後
陽
成
院
』
は
、
『
列

　
　
聖
全
集
　
御
撰
集
　
第
五
巻
』
（
大
五
・
列
聖
全
集
編
纂
会
）
に
翻
刻
が
備
わ
る
。

（
1
5
∀
　
書
写
奥
書
「
右
宗
祇
法
師
聞
書
也
、
東
常
縁
一
覧
之
処
／
称
神
妙
之
由
、
号
遠
情
抄
、
自

　
　
筆
銘
与
云
々
、
／
此
本
則
所
押
彼
銘
也
、
先
年
講
説
之
後
、
予
／
柳
難
有
抄
出
之
事
重
而
借
請

　
　
此
本
令
書
写
者
也
、
穴
賢
不
可
外
見
而
已
／
　
明
応
四
年
三
月
十
八
日
　
（
花
押
〈
実
隆
〉
）
」
。

　
　
『
遠
情
抄
』
の
名
の
初
出
は
、
『
実
隆
公
記
』
明
応
元
年
（
一
四
九
二
）
一
二
月
一
九
日
条
の
「
未

　
　
来
記
聞
書
銘
〈
遠
情
抄
、
故
東
常
縁
／
自
筆
銘
宗
祇
送
之
、
〉
可
染
筆
之
由
宗
祇
法
師
所
望
、
仰

　
　
書
遣
了
」
で
あ
る
（
前
掲
註
（
1
）
井
上
著
書
）
。
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
『
遠
情
抄
』
の
名
は
東

　
　
常
縁
の
命
名
で
、
宗
祇
の
依
頼
に
よ
り
実
隆
が
そ
れ
を
踏
襲
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
土

　

田
将
雄
『
細
川
幽
斎
の
研
究
』
（
昭
五
一
・
笠
間
書
院
）
参
照
。

（
1
6
）
　
合
綴
の
『
松
藤
』
に
は
、
御
所
本
『
百
人
一
首
抄
』
（
五
〇
一
ー
四
〇
八
）
等
と
同
様
の
慶

　

長
元
年
二
月
の
本
奥
書
が
存
す
る
。
田
中
宗
作
『
百
人
一
首
古
注
釈
の
研
究
』
（
昭
四
一
・
桜

　

楓
社
）
参
照
。

（
1
7
）
　
同
様
な
指
摘
は
、
前
掲
註
（
1
6
）
田
中
著
書
に
、
『
百
人
一
首
』
の
講
釈
を
中
心
に
存
す
る
。

（
1
8
）
　
『
辰
幹
英
華
』
（
昭
一
九
・
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
会
）
所
収
水
谷
川
忠
麿
蔵
「
辰
筆
御
消
息
」

　
　
に
「
頃
者
絶
対
顔
悲
本
懐
候
、
兼
幽
斎
作
　
之
伊
勢
物
語
之
抄
、
唯
今
借
用
申
度
候
、
可
有
如

　

何
候
哉
、
閣
筆
候
／
仲
秋
五
日
」
と
見
え
、
『
伊
勢
物
語
闘
疑
抄
』
は
叡
覧
し
て
い
た
。
前
掲

　

註
（
1
0
）
大
津
著
書
は
、
成
立
を
「
慶
長
十
二
年
頃
」
と
す
る
が
、
典
拠
は
未
詳
で
あ
る
。
な
お
、

　

幽
斎
は
文
禄
三
年
か
ら
慶
長
五
年
に
か
け
禁
裏
御
本
を
、
歌
合
を
中
心
に
盛
ん
に
書
写
し
て
い

　
　
る
。
噛
矢
は
『
山
家
集
』
で
、
智
仁
親
王
が
転
写
し
た
桂
宮
本
『
山
家
集
』
（
五
一
一
ー
一
）
の

　

本
奥
書
に
「
此
山
家
集
密
々
申
出
／
禁
裏
御
本
、
遂
書
写
校
合
畢
、
尤
／
可
為
証
本
乎
／
　
干

　

時
文
禄
三
年
季
春
上
溝
／
　
玄
旨
在
判
」
と
あ
る
。
同
時
期
の
幽
斎
筆
本
は
、
細
川
家
永
青
文

　

庫
と
熊
本
大
学
付
属
図
書
館
寄
託
北
岡
文
庫
に
現
蔵
さ
れ
る
。

（
1
9
）
　
小
川
剛
生
「
禁
裏
に
お
け
る
名
所
歌
集
編
纂
と
そ
の
意
義
ー
後
陽
成
天
皇
撰
『
方
輿
勝
覧

　
　
集
』
を
中
心
に
ー
」
（
『
人
間
文
化
研
究
機
構
連
携
研
究
「
文
化
資
源
の
高
度
活
用
」
「
中
世

　
　
近
世
の
禁
裏
の
蔵
書
と
古
典
学
の
研
究
ー
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
を
中
心
と
し
て
ー
」
調
査
報

　
　
告
n
（
平
成
一
九
年
）
』
ハ
平
二
〇
〉
所
収
）
。
高
松
宮
本
に
含
ま
れ
る
編
纂
資
料
に
関
し
て
も

　
　
御
教
示
頂
い
た
こ
と
を
特
記
し
て
お
く
。

（
2
0
）
　
渋
谷
虎
雄
『
校
本
歌
枕
名
寄
　
研
究
索
引
篇
』
（
昭
五
四
・
桜
楓
社
）
。

（
2
1
）
　
板
本
の
刊
記
の
署
名
の
「
城
北
乞
食
沙
弥
消
植
子
」
を
、
南
可
の
筆
蹟
と
青
山
家
旧
蔵
書

　
　
の
校
合
態
度
の
一
致
を
根
拠
に
、
加
茂
国
の
南
可
と
比
定
さ
れ
て
い
る
（
上
野
洋
三
「
『
歌
枕

　
　
名
寄
』
の
板
下
筆
者
」
〈
『
近
世
文
芸
』
五
六
、
平
五
・
七
〉
）
。

（
2
2
）
　
福
田
秀
一
「
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』
に
つ
い
て
」
（
『
か
が
み
』
第
六
号
、

　
　
昭
三
六
・
六
）
。

（
2
3
）
　
三
村
晃
功
「
後
陽
成
院
撰
『
方
輿
勝
覧
集
』
の
成
立
」
（
『
京
都
光
華
女
子
大
学
短
期
大
学

　
　
研
究
紀
要
』
四
一
号
、
平
一
五
・
一
〇
）
が
、
『
夫
木
抄
』
か
ら
の
入
集
歌
を
対
象
に
、
『
夫
木

　
　
抄
』
と
『
歌
枕
名
寄
』
の
本
文
を
比
較
し
、
『
方
輿
勝
覧
集
』
が
後
者
の
本
文
に
拠
っ
て
い
る
こ

　
　
と
を
実
証
す
る
。
な
お
、
『
歌
枕
名
寄
』
を
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
か
ら
延
元
元
年
（
一
三
三
六
）

　
　
に

澄
月
が
撰
ん
だ
時
点
で
は
、
撰
歌
範
囲
は
、
『
万
葉
集
』
に
続
き
、
勅
撰
集
は
『
新
後
撰
集
』

　
　
ま
で
で
、
『
夫
木
抄
』
等
の
私
撰
集
も
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
『
歌
枕
名
寄
』
の
写
本
・
板
本

　
　
の
増
補
歌
に
関
し
て
は
、
八
木
意
知
男
「
写
本
系
『
歌
枕
名
寄
』
入
集
大
嘗
会
和
歌
ー
成
立
に

　
　
も
関
わ
っ
て
ー
」
（
『
神
道
史
研
究
』
第
三
四
巻
第
四
号
、
平
二
二
〇
）
同
「
古
典
文
庫
『
歌

　
　
枕
名
寄
』
入
集
独
自
大
嘗
会
和
歌
に
よ
せ
て
」
（
『
京
都
文
化
短
期
大
学
紀
要
』
第
一
五
号
、
平

　
　
三
・
三
）
の
発
言
が
示
唆
に
富
む
。
ま
た
、
前
掲
註
（
1
）
井
上
著
書
・
林
論
文
に
も
論
及
が
あ
る
。

（
2
4
）
　
『
大
日
本
史
料
　
＝
篇
一
六
冊
』
天
正
＝
年
八
月
二
一
日
条
に
、
事
態
の
経
過
を
示
す
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史
料
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
の
解
釈
に
当
た
り
、
前
掲
（
1
）
井
上
著
書
を
参

　
　
照
し
た
。

（2
5
）
　
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
現
蔵
。
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
　
第
八
巻
　
拾
遺
愚
草
（
上
）
（
中
）
』
（
平

　
　
五
・
朝
日
新
聞
社
）
、
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
　
第
九
巻
　
拾
遺
愚
草
（
下
）
　
拾
遺
愚
草
員
外
』

　
　
（
平
七
・
朝
日
新
聞
社
）
所
収
。

（
％
）
　
「
六
日
、
戊
申
、
　
天
晴
、
／
（
中
略
）
一
、
冷
出
頭
之
事
、
今
日
申
刻
二
可
有
　
御
対
面
之

　
　
由
勧
修
寺
ヨ
リ
一
昨
年
被
申
間
、
先
持
明
院
へ
令
同
道
罷
向
了
、
二
十
疋
被
遣
了
、
（
中
略
）

　
　
次
於
儀
定
所
　
御
対
顔
了
、
申
次
勧
修
寺
大
納
言
也
、
先
・
遺
愚
草
三
冊
　
家
卿
筆
、
被
懸

　
　
御
目
、
閑
二
可
有
御
覧
之
由
也
、
次
御
馬
・
太
刀
持
参
了
」

（
2
7
）
　
『
言
経
卿
記
』
慶
長
七
年
正
月
二
四
日
・
二
五
日
条
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
廿
四
日
、
丁
亥
、
天
晴
、
／
一
、
番
衆
所
へ
　
出
御
、
種
々
御
雑
談
了
、
冷
泉
へ
直
物
叙

　
　
　
　
目
之
事
也
、
定
家
卿
自
筆
也
、
被
返
下
了
、
則
冷
へ
遣
了
、
又
同
直
物
二
奥
書
可
仕
之
由

　
　
　

被
仰
了
、
畏
入
存
之
由
申
也
、

　
　
　
　
廿
五
日
、
戊
子
、
晴
陰
、
／
一
、
禁
中
へ
和
寄
御
会
懐
昏
返
上
了
、
同
直
物
奥
書
々
之
進

　
　
　
　
上
之
、
如
此
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
）

　
　
　
　

此
直
物
一
巻
、
以
京
極
中
納
言
く
定
家
卿
、
V
自
筆
被
写
留
者
也
、
依
　
勅
詫
奉
加
奥
書

　
　
　
　

畢
／
慶
長
七
年
正
月
廿
五
日
／
正
二
位
藤
言
経

　
　
同
様
な
奥
書
を
有
す
る
、
山
科
言
経
筆
『
直
物
』
が
東
山
御
文
庫
に
現
蔵
す
る
（
勅
封
一
五
三

　

ー
三
〇
、
〈
石
田
実
洋
氏
御
教
示
〉
）
。

（
2
8
）
　
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
現
蔵
。
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
　
第
三
八
巻
　
和
歌
初
学
抄
　
口
伝

　
　
和
歌
秘
抄
』
（
平
一
七
・
朝
日
新
聞
社
）
に
影
印
が
供
さ
れ
る
。
な
お
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫

　
　
に
『
袖
中
抄
』
一
二
巻
（
鎌
倉
時
代
の
古
写
本
一
〇
巻
、
南
北
朝
時
代
の
補
写
二
巻
）
が
蔵
さ
れ

　
　
る
（
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
　
第
三
六
巻
　
袖
中
抄
』
〈
平
「
五
・
朝
日
新
聞
社
〉
）
。
藤
本
孝
「

　
　
に
依
る
と
、
高
松
宮
本
『
袖
中
抄
』
二
〇
巻
（
H
ー
六
〇
〇
ー
四
二
三
ー
や
一
～
二
〇
、
『
国

　
　
立
歴
史
民
俗
博
物
館
貴
重
典
籍
解
題
叢
書
　
文
学
篇
第
十
一
～
十
四
巻
（
歌
学
書
一
～
三
）
』

　
　
〈
平
一
一
・
臨
川
書
店
〉
影
印
所
収
）
は
、
巻
第
二
十
の
接
続
・
模
写
の
様
態
な
ど
か
ら
、
冷
泉

　

家
本

を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
製
作
は
、
勅
勘
を
蒙
っ
た
為
満
が
、

　

勅
勘
を
許
さ
れ
る
た
め
に
貴
族
・
武
家
等
に
定
家
本
を
初
め
と
し
た
典
籍
を
献
上
し
て
い
る
状

　

況
の
中
で
の
所
為
と
す
る
（
以
上
『
し
く
れ
て
い
』
第
九
七
号
、
平
一
八
・
七
）
。

（
2
9
）
奥
書
の
引
用
等
は
、
川
上
新
一
郎
『
六
条
藤
家
歌
学
の
研
究
』
（
平
＝
・
汲
古
書
院
）
の

　

翻
刻
に
拠
る
。

（
3
0
）
　
日
下
幸
男
編
『
近
世
初
期
聖
護
院
門
跡
の
文
事
i
付
旧
蔵
書
目
録
ー
』
（
平
四
・
私
家
版
）

　

に
依
れ
ば
、
聖
護
院
道
晃
の
書
写
・
収
集
に
成
る
聖
護
院
蔵
本
と
禁
裏
本
と
は
同
質
で
あ
る
由

　
で
あ
る
。

（
3
1
）
　
芳
賀
幸
四
郎
『
東
山
文
化
の
研
究
』
（
昭
一
九
・
河
出
書
房
）
が
『
実
隆
公
記
』
や
『
親
長

　

卿
記
』
等
に
見
出
さ
れ
る
文
明
期
の
歌
書
類
の
書
写
事
蹟
に
関
連
し
、
『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』
を

　
　
活
用

し
て
い
る
。
ま
た
、
酒
井
茂
幸
「
文
明
期
禁
裏
に
お
け
る
歌
書
の
書
写
活
動
を
め
ぐ
っ
て
」

　
　
（
和
歌
文
学
会
・
平
成
一
八
年
度
五
月
例
会
口
頭
発
表
、
『
和
歌
文
学
研
究
』
第
九
三
号
・
平
一

　
　
八
・
一
二
に
要
旨
掲
載
）
で
、
文
明
期
書
写
の
歌
書
と
『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』
の
書
目
と
の
同

　
　
定
を
一
部
試
み
て
い
る
。
な
お
、
「
文
明
補
充
本
」
の
語
は
、
宮
内
府
図
書
寮
編
『
図
書
寮
典

　
　
籍
解
題
文
学
篇
』
（
昭
二
三
・
国
立
書
院
）
で
初
め
て
使
用
さ
れ
、
井
上
宗
雄
『
中
世
歌
壇
史

　
　
の
研
究
　
室
町
前
期
』
（
初
版
昭
三
六
、
改
訂
新
版
昭
五
九
・
風
間
書
房
）
で
和
歌
史
的
・
歌

　
　
壇
史
的
に
そ
の
実
相
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

（
3
2
）
　
「
十
七
日
、
雨
天
、
夜
ヨ
リ
降
来
、
（
中
略
）
一
、
時
直
ハ
院
御
所
ニ
テ
和
歌
ノ
テ
ニ
ヲ
ハ
御

　
　
相
伝
ト
テ
早
々
参
上
」
。

（
3
3
）
　
「
伊
勢
物
語
時
直
〈
西
洞
院
／
丁
平
少
納
言
〉
執
心
高
於
山
／
深
於
海
故
切
紙
口
決
／
不
残
相

　
　
伝
之
、
穴
賢
、
／
可
有
秘
蔵
者
也
、
慶
長
十
九
年
八
月
五
日
／
従
神
武
百
余
代
　
周
仁
（
朱
印
）
」

　
　
（
後
陽
成
院
辰
翰
、
一
軸
。
『
皇
室
の
至
宝
　
東
山
御
文
庫
御
物
3
』
〈
平
］
一
・
毎
日
新
聞
社
〉

　
　
影
印
所
収
）
。
こ
の
相
伝
に
関
し
て
は
、
『
時
慶
卿
記
』
同
日
条
に
「
（
前
略
）
一
、
院
御
所
へ

　

時
直
参
上
候
、
伊
勢
物
語
切
紙
奥
義
不
残
御
相
伝
、
予
ニ
モ
古
今
相
伝
可
有
御
相
伝
由
被
仰
下

　
　
候
」
と
あ
る
。
院
は
『
伊
勢
物
語
』
の
「
切
紙
等
」
の
口
伝
を
昭
高
院
道
澄
よ
り
受
け
て
い
る

　
　
（
前
掲
・
御
所
本
『
伊
勢
物
語
愚
案
抄
』
本
奥
書
）
。

（
3
4
）
　
「
九
日
、
天
晴
、
御
所
へ
時
直
参
上
、
予
ニ
モ
古
今
相
伝
可
有
御
相
伝
由
被
仰
下
候
」
」

（
3
5
）
　
「
十
三
日
、
天
晴
、
（
中
略
）
一
、
院
御
所
古
今
清
濁
御
相
伝
、
依
吉
日
也
、
先
序
分
又
抄
拝

　

借
則
写
初
、
（
中
略
）
古
創
院
御
所
へ
懸
御
目
候
」
。

（
3
6
）
　
外
題
「
古
今
抄
　
上
（
、
下
）
」
（
直
書
・
墨
筆
）
、
第
一
冊
の
み
表
紙
中
央
に
「
此
二
難
写

　

本
／
伝
心
抄
な
と
・
は
相
違
候
者
也
／
熟
覧
す
へ
き
欺
」
と
墨
書
あ
り
。
見
返
し
に
「
古
今
紗

　
　
二
冊
筆
者
〈
連
歌
師
／
寿
慶
〉
／
奥
書
連
寄
師
紹
巴
二
所
及
也
」
の
小
紙
片
を
貼
る
。
内
容
は

　
　
『
古
今
集
延
五
記
』
の
前
半
（
親
本
の
帖
付
に
よ
り
示
す
と
「
二
十
二
帖
」
の
内
「
十
一
帖
」
ま

　
　
で
。
一
・
二
帖
を
欠
く
）
で
仮
名
序
も
欠
く
。
各
帖
ご
と
に
「
第
三
ノ
帖
／
二
十
二
帖
之
内
法

　

印
尭
恵
判
／
伝
付
藤
原
憲
輔
」
以
下
の
尭
恵
の
憲
輔
へ
の
伝
授
の
加
判
が
存
す
る
。

（
3
7
）
　
そ
も
そ
も
、
時
慶
と
里
村
紹
巴
が
、
初
め
て
対
面
し
た
の
は
、
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
三

　

月
の
近
衛
邸
で
あ
っ
た
。
『
時
慶
卿
集
』
天
正
八
年
条
の
一
四
九
歌
の
詞
書
に
「
初
枝
を
一
枚
紹

　

巴

よ
り
陽
明
へ
奉
り
し
に
、
各
々
詠
吟
有
し
、
予
又
」
と
あ
る
。
そ
の
後
の
時
慶
と
紹
巴
の
同

　

座

は
、
天
正
一
三
年
三
月
一
二
日
の
「
和
漢
聯
句
」
（
『
石
鼎
集
』
所
収
）
ま
で
下
る
。
以
後
、

　

時
慶
は
同
年
か
ら
天
正
一
四
年
に
か
け
紹
巴
張
行
の
連
歌
会
に
出
詠
し
た
。
ま
た
、
天
正
一
四

　

年
に
は
、
正
月
二
〇
日
の
近
衛
殿
和
歌
御
会
や
三
月
三
〇
日
の
聖
護
院
門
跡
張
行
の
連
歌
な
ど

　

で
同
座
し
（
『
時
慶
卿
記
』
）
、
急
速
に
接
近
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
正
月
二
〇
日
の
近
衛
殿

　

和
歌
御
会
で
は
、
前
日
に
時
慶
が
紹
巴
に
詠
草
を
持
参
し
、
紹
巴
は
詠
草
を
添
削
し
返
却
し
て

　

い

る
（
『
時
慶
卿
記
』
）
。
以
後
、
天
正
一
五
年
一
〇
月
＝
日
を
下
限
と
し
て
、
時
慶
は
、
紹
巴

　

の
月
次
歌
会
や
連
歌
会
に
出
詠
し
て
い
る
（
『
時
慶
卿
記
』
）
。
奥
田
勲
「
紹
巴
年
譜
稿
（
一
）
～

　

（四
）
」
（
『
宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
一
六
号
・
一
入
号
、
一
九
号
・
二
二
号
、
昭
四
二
・
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一
二
、
昭
四
三
二
二
、
昭
四
四
・
＝
一
、
昭
四
八
・
一
二
）
参
照
。

（
3
8
）
　
『
顕
注
密
勘
』
は
、
『
百
人
一
首
抄
後
陽
成
天
皇
御
注
』
に
引
用
さ
れ
、
院
は
禁
裏
に
お
い

　

て

古
写
本
を
所
持
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
3
9
）
時
慶
が
架
蔵
の
「
紹
巴
句
」
の
進
上
に
加
え
仙
洞
に
返
上
し
た
「
発
句
帳
四
冊
」
は
い
ず
れ
も
、

　

次
掲
の
『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』
「
雑
御
槍
子
目
録
」
冒
頭
近
く
に
書
目
が
見
え
、
以
後
、
禁
裏

　

に
伝
来
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
た
だ
、
現
存
せ
ず
、
万
治
四
年
〈
一
六
六
一
〉
の
内
裏
火
災

　

に
よ
っ
て
焼
失
し
た
と
思
わ
れ
る
）
。

　
　

指
雪
斎
発
句
帳
　
半
切
　
旧
院
辰
筆
一
ー

　
　

半
松
斎
発
句
　
　
半
切
　
旧
院
辰
筆
一
ー

　
　

臨
江
斎
発
句
　
　
半
切
　
旧
院
辰
筆
一
ー

　
　

発
句
帳
　
〈
竹
林
号
　
肖
柏
／
付
宗
長
　
兼
載
　
宗
碩
〉
　
旧
院
震
筆
／
判
切
一
ー

　
　

紹
巴
独
吟
千
句
　
く
初
度
　
半
切
／
旧
院
震
筆
V

　

但
し
、
「
旧
院
（
稿
者
注
、
「
後
水
尾
院
」
）
辰
筆
」
と
あ
る
の
は
不
審
で
、
後
水
尾
院
に
よ
り
転

　

写
さ
れ
た
か
あ
る
い
は
誤
謬
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
五
冊
い
ず
れ
も
「
半
切
」
と
書
籍
の
判
形

　

を
記
す
が
、
こ
れ
は
「
雑
　
御
櫓
子
目
録
」
に
多
く
見
出
さ
れ
る
。

（
4
0
）
　
『
泰
重
卿
記
』
元
和
二
年
三
月
一
六
日
・
一
八
日
・
一
九
日
・
二
〇
日
・
二
三
日
・
二
四
日
条
、

　
　
『
中
院
通
村
卿
記
』
同
年
三
月
一
七
日
・
一
九
日
・
二
三
日
条
。

（
4
1
）
　
京
都
大
学
付
属
図
書
館
平
松
文
庫
（
第
七
・
シ
i
九
）
蔵
。
外
題
「
慶
長
十
九
年
四
月
九
日

　

／
上
皇
御
講
尺
聞
書
／
少
納
言
平
時
直
」
。
ま
た
、
天
理
大
学
付
属
図
書
館
蔵
『
伊
勢
物
語
㊤
』

　
　
二
冊
（
九
＝
二
二
三
一
ー
イ
八
一
）
も
、
上
巻
端
書
に
「
慶
長
十
九
年
四
月
九
日
上
皇
御
講
釈

　
　
聞
書
　
少
納
言
平
時
直
」
と
あ
り
、
慶
長
一
九
年
の
講
釈
の
時
直
に
よ
る
聞
書
で
あ
る
。
下
巻

　

奥
書
に
、
「
這
一
冊
伊
勢
物
語
⑨
二
冊
者
時
直
朝
臣
〈
干
時
／
平
少
納
言
〉
寡
人
／
可
講
之
由
鴻

　
　
望
故
依
難
遁
、
錐
愚
純
而
／
諦
前
忘
後
談
畢
、
講
席
聞
書
改
／
作
而
可
管
窺
云
々
、
転
覧
之
処

　
　
絶
妙
也
、
／
為
後
記
加
禿
毫
云
爾
／
　
慶
長
廿
稔
季
春
中
溝
／
　
従
神
武
百
余
代
孫
太
上
天
皇

　
　
周
仁
（
朱
印
）
」
と
あ
る
。
ま
た
、
前
掲
註
（
1
）
和
田
著
書
、
及
び
前
掲
註
（
1
0
）
大
津
著
著
。

（
4
2
）
　
註
（
2
）
田
島
論
文
に
言
及
が
あ
る
。
な
お
、
後
陽
成
天
皇
が
生
涯
を
通
じ
て
書
写
し
、
最

　
　
終
的
に
禁
裏
に
収
蔵
さ
れ
た
典
籍
が
い
か
に
多
量
で
あ
っ
た
か
は
、
元
和
四
年
六
月
一
一
日
か

　
　
ら
一
五
日
に
か
け
て
行
わ
れ
た
、
後
水
尾
天
皇
の
禁
裏
文
庫
の
書
籍
虫
掃
に
関
す
る
『
泰
重
卿

　
　
記
』
の
記
事
に
よ
り
知
ら
れ
る
。
同
年
六
月
一
二
日
条
に
限
り
掲
げ
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
水
尾
天
皇
）

　
　
　

十
二
日
、
己
巳
、
大
風
雨
、
飯
後
朝
参
仕
候
、
主
上
清
涼
殿
・
紫
辰
殿
出
御
、
一
編
書
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
泰
重
X
通
村
）

　
　
　

御
覧
以
後
入
御
也
、
予
・
中
院
御
前
在
之
也
、
未
刻
許
二
奥
御
　
よ
り
長
櫃
五
十
ノ
　
出

　
　
　

申
候
、
重
物
入
候
と
相
見
、
持
か
ね
申
候
、
是
ハ
ニ
階
よ
り
下
也
、
其
下
よ
り
長
櫃
十
許
、

　
　
　

其

御
道
具
三
十
色
ほ
と
　
出
也
、
皆
骨
折
候
也
、
殊
無
人
、
内
々
衆
ま
て
也
、
外
様
衆

　
　
　
　
ニ
ハ
予
一
人
ま
て
也
、
外
様
衆
ニ
ハ
予
一
人
ま
て
也
、
御
振
舞
二
度
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
外
来
研
究
員
）

（二
〇

〇
七
年
三
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
二
月
二
八
日
審
査
終
了
）
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The　Book　Collecting　Activities　of　Emperor　Goyosei　Centered　on　Hterary　Mate㎡als

SAKAI　Shigeyuki

　　　Emperor　Goyosei　is㎞own　for　dispatching　an　attendant　to　the　besieged　Hosokawa　YUsai　in　Tango　Tanabe

castle　in　1600　and　forcing　him　to　withdraw．　He　is　also　known　for　being　a　great　lover　of　poetry　and　passing　on

his㎞owledge　of　the　Kokinshu　to　P血ce　Tbshihito．　Recent　research　has　revealed　that　the　ohgin　of　the　impeHal

library　in　the　Early　Modern　period　dates　from　the　collections　of　Emperor　Goyosei　and　not　the　collections　of

Emperor　Gomizuno　as　had　previously　1）een　thought．　In　this　paper　the　author　sheds　light　on　the　building　of　the

foundation　of　an　imperial　library　and　poetry　collection　based　on　an　investigation　of　the　entire　literary　activities

of　Emperor　Goyosei．　Goyosei　built　the　library　by　lecturing　on　narrative　literature　and　poetry　and　calling　on

personal　attendants　to　collect　written　works　when　compiling“Meisho　Wilka”The　emperor　himself　lectured　on

classic　narratives　such　as　the　Genji　Monogatari　and　Ise　Monogatari，　as　well　as　on　the　Eiga　no　Tε亘gai　and　other

poetic　works．　Such　activities　were　aided　by　the　Sanjonishi　f㎜ily’s　presentation　of　its　old　copies　to　the　imperial

court　from　around　1595　and　the　copying　of　those　books．　The　author　has　been　able　to　con且rm　that　a皿otations　of

Ise　Monogatari　and　Sanbusho　were　presented　to　the　imperial　court　along　with　books　and　family　histories　from

the　Sanjonishi　family　in　1595．　The　importance　attached　to　the　f㎜ily’s　books　by　the　emperor　suggests　that　this

marked　the　beginning　of　the　study　of　classical　works　at　the　imperial　court．　The　compilation　of　Meisho　Waka

took　place　in　1597　when　a　new　compilation　of　Meisho　Waka　was　created　when　alterations　were　made　to　the

‘Wakahoyoshoran”selected　by　the　emperor．　This　deployment　of　court　attendants　by　the　emperor　to　collect　and

copy　Meisho　Waka　based　on　the　Utamakuranayose　signmed　the　formation　of　a　unit　at　the　imperial　court　to　copy

written　works．　In　addition　to　the　above，　the　poetry　collection　in　the　imperial　library　was　expanded　when　a　series

of　g江ts　of　poetic　works　were　made　by　the　Reizei　and　Yamashina　families　mainly　in　1601　and　1602　following　the

reprimands　meted　out　to　Reizei　Tamemitsu　and　Yamashina　Toldtsune．　A　large　qllantity　of　classical　works　was

handed　over　to　Emperor　Gomizuno　upon　the　abdication　and　death　of　Emperor　Goyosei．　The　copying　of　wdtten

works　began　in　earnest　following　Goyosei’s　retirement　and　took　place　at　the　retired　emperor’s　residence．　In

addition　to　lectures　on　literary　classics　and　poetry　as　had　taken　place　dunng　Goyosei’s　reign，　instruction　was

given　in　poetry　and　primers　fbr　educating　court　attendants　in　poetry　were　produced．　These　whtten　works　kept　at

Goyosei’s　residence　were　transferred　to　the　imperial　library　of　Emperor　Gomizuno　upon　Goyosei’s　death．　Tbday，

copies　of　these　nterary　works　copied　around　the　end　of　the　16th　century　and　the　beginning　of　the　17th　century，

including　some　written　in　the　hand　of　Goyosei　himself，　survive　in　the　imperial　palace　library　and　among　the

books　and　documents　of　Phnce　Tak㎜atsu．　In　conclusion，　the　history　of　co励g　books　and　documents　to　form

an　imperial　Hbrary　in　the　Early　Modern　period　began　during　the　reign　of　Emperor　Goyosei．
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